
公職選挙法施行令の一部を改正する政令案の概要 

[参議院選挙制度改革（選挙執行等関係）] 
 

公職選挙法の一部を改正する法律（参議院選挙制度改革法）の施行に伴い、

合区された選挙区における選挙（以下「参議院合同選挙区選挙」という。）

に関し、後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数、選挙の一

部無効による再選挙に関する選挙運動の特例等を定めるとともに、その執行

に係る規定の整備を行う。 

 

１．参議院合同選挙区選挙の執行に係る規定 

 参議院合同選挙区選挙に関して、選挙人の数の報告や立候補届出に関する通知の流

れ、費用の流れ等、参議院合同選挙区選挙の執行に係る規定を整備する。 

 

２．後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数 

参議院合同選挙区選挙の候補者等及びその後援団体の政治活動に関する立札及び看

板の類の総数を以下のとおり規定する。 

 合同選挙区 一般の選挙区 

公職の候補者等 24（合区前の２県の合計） 
衆・小選挙区数が２の県は 12 

（小選挙区数が２増すごとに２増） 

後援団体 36（合区前の２県の合計） 
衆・小選挙区数が２の県は 18 

（小選挙区数が２増すごとに３増） 

 

３．参議院合同選挙区選挙における選挙運動の特例 

(１) 改正法により定められた参議院合同選挙区選挙における選挙運動量の特例に合わ

せ、選挙運動費用の公費負担の上限について、参議院合同選挙区選挙における特例を

設ける。 

 (２) 参議院合同選挙区選挙の一部無効による再選挙が一の都道府県の区域で行われる

場合の選挙運動量の特例を設ける。 

 

４ その他所要の規定の整備 

 

[今後の予定] 

 閣議決定日：平成２７年１０月２７日（火） 

 公布日：平成２７年１０月３０日（金） 

 施行日：平成２７年１１月５日（木）（改正法の施行日） 

※ 公職選挙法施行令中、参議院合同選挙区選挙管理委員会の組織に関する規定については

改正済み（平成２７年９月５日施行） 

別紙１ 
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○
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
章

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会

第
一
章

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会

（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
の
兼
業
禁
止
の
特
例
の
対
象
と
な

（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
の
兼
業
禁
止
の
特
例
の
対
象
と
な

る
法
人
）

る
法
人
）

第
一
条

公
職
選
挙
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
六
第
八
項
に
規
定
す
る

第
一
条

公
職
選
挙
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
六
第
八
項
に
規
定
す
る

合
同
選
挙
区
都
道
府
県
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
同
選
挙
区
都
道
府
県
を
い
う

合
同
選
挙
区
都
道
府
県
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
同
選
挙
区
都
道
府
県
を
い
う

。
以
下

同
じ
。
）
が
出
資
し
て
い
る
法
人
で
政

。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
出
資
し
て
い
る
法
人
で
政

令
で
定
め
る
も
の
は
、
合
同
選
挙
区
都
道
府
県
が
出
資
し
て
い
る
額
の
合
計
額
が
資

令
で
定
め
る
も
の
は
、
合
同
選
挙
区
都
道
府
県
が
出
資
し
て
い
る
額
の
合
計
額
が
資

本
金
、
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
総
額
の
二
分
の
一
以
上
で
あ
る
法

本
金
、
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
総
額
の
二
分
の
一
以
上
で
あ
る
法

人
と
す
る
。

人
と
す
る
。

（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
す
る
地
方
自
治
法
等
の
適
用
等
）

（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
す
る
地
方
自
治
法
等
の
適
用
等
）

第
一
条
の
二

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和

第
一
条
の
二

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法

二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法

第
七
十
五
条
第
三
項
、
第
九
十
八
条
第
一
項
、
第
百
二
十
一
条
、
第
百
二
十
五
条
、

第
七
十
五
条
第
三
項
、
第
九
十
八
条
第
一
項
、
第
百
二
十
一
条
、
第
百
二
十
五
条
、

第
百
三
十
八
条
の
二
、
第
百
三
十
八
条
の
三
、
第
百
三
十
八
条
の
四
第
二
項
、
第
百

第
百
三
十
八
条
の
二
、
第
百
三
十
八
条
の
三
、
第
百
三
十
八
条
の
四
第
二
項
、
第
百

八
十
条
の
二
、
第
百
八
十
条
の
三
（
事
務
の
従
事
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百

八
十
条
の
二
、
第
百
八
十
条
の
三
（
事
務
の
従
事
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百

八
十
条
の
四
、
第
百
八
十
条
の
六
、
第
百
八
十
条
の
七
、
第
百
九
十
三
条
（
同
法
第

八
十
条
の
四
、
第
百
八
十
条
の
六
、
第
百
八
十
条
の
七
、
第
百
九
十
三
条
（
同
法
第

百
二
十
七
条
第
二
項
、
第
百
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
百
六
十
六
条
第
一
項
に
係
る

百
二
十
七
条
第
二
項
、
第
百
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
百
六
十
六
条
第
一
項
に
係
る

部
分
を
除
く
。
）
、
第
百
九
十
九
条
第
九
項
及
び
第
十
二
項
、
第
二
百
三
条
の
二
第

部
分
を
除
く
。
）
、
第
百
九
十
九
条
第
九
項
及
び
第
十
二
項
、
第
二
百
三
条
の
二
第
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一
項
、
第
二
百
四
条
第
一
項
、
第
二
百
六
条
第
二
項
、
第
二
百
二
十
一
条
第
一
項
、

一
項
、
第
二
百
四
条
第
一
項
、
第
二
百
六
条
第
二
項
、
第
二
百
二
十
一
条
第
一
項
、

第
二
百
二
十
二
条
第
二
項
、
第
二
百
三
十
八
条
の
二
、
第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
九

第
二
百
二
十
二
条
第
二
項
、
第
二
百
三
十
八
条
の
二
、
第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
九

項
、
第
二
百
三
十
八
条
の
七
第
二
項
、
第
二
百
四
十
二
条
第
一
項
、
第
三
項
、
第
四

項
、
第
二
百
三
十
八
条
の
七
第
二
項
、
第
二
百
四
十
二
条
第
一
項
、
第
三
項
、
第
四

項
、
第
七
項
及
び
第
九
項
、
第
二
百
四
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
第
二
号
及
び

項
、
第
七
項
及
び
第
九
項
、
第
二
百
四
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
第
二
号
及
び

第
四
号
並
び
に
第
七
項
、
第
二
百
四
十
二
条
の
三
第
五
項
、
第
二
百
五
十
条
の
十
三

第
四
号
並
び
に
第
七
項
、
第
二
百
四
十
二
条
の
三
第
五
項
、
第
二
百
五
十
条
の
十
三

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
七
項
、
第
二
百
五
十
条
の
十
四
第
一
項
か
ら
第
四

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
七
項
、
第
二
百
五
十
条
の
十
四
第
一
項
か
ら
第
四

項
ま
で
、
第
二
百
五
十
条
の
十
五
、
第
二
百
五
十
条
の
十
六
、
第
二
百
五
十
条
の
十

項
ま
で
、
第
二
百
五
十
条
の
十
五
、
第
二
百
五
十
条
の
十
六
、
第
二
百
五
十
条
の
十

七
第
一
項
、
第
二
百
五
十
条
の
十
八
第
一
項
、
第
二
百
五
十
条
の
十
九
、
第
二
百
五

七
第
一
項
、
第
二
百
五
十
条
の
十
八
第
一
項
、
第
二
百
五
十
条
の
十
九
、
第
二
百
五

十
一
条
第
二
項
、
第
二
百
五
十
一
条
の
五
第
一
項
、
第
二
百
五
十
一
条
の
七
第
一
項

十
一
条
第
二
項
、
第
二
百
五
十
一
条
の
五
第
一
項
、
第
二
百
五
十
一
条
の
七
第
一
項

、
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
三
第
一
項
、
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
七
第
五
項
（
同

、
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
三
第
一
項
、
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
七
第
五
項
（
同

法
第
二
百
五
十
二
条
の
四
十
第
六
項
、
第
二
百
五
十
二
条
の
四
十
一
第
六
項
及
び
第

法
第
二
百
五
十
二
条
の
四
十
第
六
項
、
第
二
百
五
十
二
条
の
四
十
一
第
六
項
及
び
第

二
百
五
十
二
条
の
四
十
二
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

二
百
五
十
二
条
の
四
十
二
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
八
第
四
項
及
び
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第

）
、
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
八
第
四
項
及
び
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第

二
百
五
十
二
条
の
三
十
九
第
十
四
項
、
第
二
百
五
十
二
条
の
四
十
第
六
項
、
第
二
百

二
百
五
十
二
条
の
三
十
九
第
十
四
項
、
第
二
百
五
十
二
条
の
四
十
第
六
項
、
第
二
百

五
十
二
条
の
四
十
一
第
六
項
及
び
第
二
百
五
十
二
条
の
四
十
二
第
六
項
に
お
い
て
読

五
十
二
条
の
四
十
一
第
六
項
及
び
第
二
百
五
十
二
条
の
四
十
二
第
六
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
九
第
十
二
項
並

み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
九
第
十
二
項
並

び
に
第
二
百
五
十
二
条
の
四
十
三
第
七
項
の
規
定
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五

び
に
第
二
百
五
十
二
条
の
四
十
三
第
七
項
の
規
定
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
及
び
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定

年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項

の
規
定

並
び
に
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
三
十
七
条
、

並
び
に
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
三
十
七
条
、

第
百
四
十
条
（
同
令
第
百
三
十
条
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
百
七
十
四
条
の

第
百
四
十
条
（
同
令
第
百
三
十
条
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
百
七
十
四
条
の

三
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
限
り
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
を
地
方

三
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
限
り
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
を
地
方

自
治
法
第
百
三
十
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
委
員
会
と
み
な
す
。

自
治
法
第
百
三
十
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
委
員
会
と
み
な
す
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

第
三
章

選
挙
人
名
簿

第
三
章

選
挙
人
名
簿
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（
登
録
日
等
の
告
示
）

（
登
録
日
等
の
告
示
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

２

法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
選
挙
管
理
委
員
会
、
中
央
選
挙
管
理
会
又
は
参
議
院
合

２

法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
中
央
選
挙
管
理
会

同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
人
名
簿
の
登
録
に
つ
い

は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
人
名
簿
の
登
録
に
つ
い

て
被
登
録
資
格
の
決
定
の
基
準
と
な
る
日
、
登
録
を
行
う

日
及
び
縦
覧
に
供
す
る

て
被
登
録
資
格
の
決
定
の
基
準
と
な
る
日
、
登
録
を
行
な
う
日
及
び
縦
覧
に
供
す
る

期
間
を
定
め
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
こ
れ
ら
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

期
間
を
定
め
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
こ
れ
ら
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
選
挙
人
の
数
の
報
告
）

（
選
挙
人
の
数
の
報
告
）

第
二
十
二
条

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
法
第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項

第
二
十
二
条

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
法
第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
選
挙
人
名
簿
の
登
録
が
行
わ
れ
た

日
現
在
に
お
い
て
選
挙
人
名
簿

の
規
定
に
よ
る
選
挙
人
名
簿
の
登
録
が
行
な
わ
れ
た
日
現
在
に
お
い
て
選
挙
人
名
簿

に
登
録
さ
れ
て
い
る
選
挙
人
の
数
を
、
遅
滞
な
く
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会

に
登
録
さ
れ
て
い
る
選
挙
人
の
数
を
、
遅
滞
な
く
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
合
同
選
挙
区
都
道
府
県
の

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

選
挙
管
理
委
員
会
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
人
名
簿
の
登
録
が
行
わ
れ
た
日
現

在
に
お
い
て
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
選
挙
人
の
数
（
参
議
院
合
同
選
挙
区

選
挙
（
法
第
五
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
、
遅
滞
な
く
、
集
計
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
結
果
を
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
三
章
の
二

在
外
選
挙
人
名
簿

第
三
章
の
二

在
外
選
挙
人
名
簿

（
在
外
選
挙
人
名
簿
に
係
る
縦
覧
期
間
等
）

（
在
外
選
挙
人
名
簿
に
係
る
縦
覧
期
間
等
）

第
二
十
三
条
の
十
一

（
略
）

第
二
十
三
条
の
十
一

（
略
）

２

法
第
三
十
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙

２

法
第
三
十
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙

が
行
わ
れ
る
際
に
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
縦
覧
の
期
間
は
、
当
該
選
挙
の
期
日
の

が
行
わ
れ
る
際
に
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
縦
覧
の
期
間
は
、
当
該
選
挙
の
期
日
の

公
示
又
は
告
示
の
日
か
ら
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会

公
示
又
は
告
示
の
日
か
ら
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
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（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て

（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て

は
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る

は
、
中
央
選
挙
管
理
会

事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
）
が
定
め
る
期
間
と
す
る

）
が
定
め
る
期
間
と
す
る

。

。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

５

第
二
項
の
選
挙
管
理
委
員
会
、
中
央
選
挙
管
理
会
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙

５

第
二
項
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
中
央
選
挙
管
理
会

管
理
委
員
会
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
在
外
選
挙
人
名
簿
に
係
る
縦
覧
の
期
間
を
定

は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
在
外
選
挙
人
名
簿
に
係
る
縦
覧
の
期
間
を
定

め
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
こ
れ
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

め
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
こ
れ
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

（
略
）

６

(

略)

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
移
送
又
は
引
継
ぎ
等
）

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
移
送
又
は
引
継
ぎ
等
）

第
二
十
三
条
の
十
六

第
十
九
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条

第
二
十
三
条
の
十
六

第
十
九
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条

及
び
第
二
十
二
条
の
二
の
規
定
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿
の
移
送
又
は
引
継
ぎ
、
磁
気

及
び
第
二
十
二
条
の
二
の
規
定
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿
の
移
送
又
は
引
継
ぎ
、
磁
気

デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
製
さ
れ
て
い
る
在
外
選
挙
人
名
簿
を
閲
覧
さ
せ
る
方
法
、
在

デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
製
さ
れ
て
い
る
在
外
選
挙
人
名
簿
を
閲
覧
さ
せ
る
方
法
、
在

外
選
挙
人
名
簿
の
再
調
製
、
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
選
挙
人
の
数
の

外
選
挙
人
名
簿
の
再
調
製
、
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
選
挙
人
の
数
の

報
告
及
び
在
外
選
挙
人
名
簿
の
保
存
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

報
告
及
び
在
外
選
挙
人
名
簿
の
保
存
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
十
九
条
第
一
項
中
「
選
挙
人
名
簿
（
法
第
十
九
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
在
外

第
十
九
条
第
一
項
中
「
選
挙
人
名
簿
（
法
第
十
九
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
在
外

選
挙
人
名
簿
（
法
第
三
十
条
の
二
第
四
項
」
と
、
「
選
挙
人
名
簿
に
」
と
あ
る
の
は

選
挙
人
名
簿
（
法
第
三
十
条
の
二
第
四
項
」
と
、
「
選
挙
人
名
簿
に
」
と
あ
る
の
は

「
在
外
選
挙
人
名
簿
に
」
と
、
「
選
挙
人
名
簿
記
載
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
在
外
選

「
在
外
選
挙
人
名
簿
に
」
と
、
「
選
挙
人
名
簿
記
載
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
在
外
選

挙
人
名
簿
記
載
書
類
」
と
、
「
住
所
」
と
あ
る
の
は
「
最
終
住
所
（
法
第
三
十
条
の

挙
人
名
簿
記
載
書
類
」
と
、
「
住
所
」
と
あ
る
の
は
「
最
終
住
所
（
法
第
三
十
条
の

三
第
一
項
に
規
定
す
る
最
終
住
所
を
い
う
。
）
又
は
申
請
の
時
（
同
項
に
規
定
す
る

三
第
一
項
に
規
定
す
る
最
終
住
所
を
い
う
。
）
又
は
申
請
の
時
（
同
項
に
規
定
す
る

申
請
の
時
を
い
う
。
）
に
お
け
る
本
籍
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
選
挙
人
名
簿
中
」

申
請
の
時
を
い
う
。
）
に
お
け
る
本
籍
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
選
挙
人
名
簿
中
」

と
あ
る
の
は
「
在
外
選
挙
人
名
簿
中
」
と
、
「
住
所
」
と
あ
る
の
は
「
最
終
住
所
（

と
あ
る
の
は
「
在
外
選
挙
人
名
簿
中
」
と
、
「
住
所
」
と
あ
る
の
は
「
最
終
住
所
（

法
第
三
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
最
終
住
所
を
い
う
。
）
又
は
申
請
の
時
（
同

法
第
三
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
最
終
住
所
を
い
う
。
）
又
は
申
請
の
時
（
同

項
に
規
定
す
る
申
請
の
時
を
い
う
。
）
に
お
け
る
本
籍
」
と
、
「
選
挙
人
名
簿
記
載

項
に
規
定
す
る
申
請
の
時
を
い
う
。
）
に
お
け
る
本
籍
」
と
、
「
選
挙
人
名
簿
記
載

書
類
」
と
あ
る
の
は
「
在
外
選
挙
人
名
簿
記
載
書
類
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
選
挙

書
類
」
と
あ
る
の
は
「
在
外
選
挙
人
名
簿
記
載
書
類
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
選
挙
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人
名
簿
の
」
と
あ
る
の
は
「
在
外
選
挙
人
名
簿
の
」
と
、
「
選
挙
人
名
簿
に
」
と
あ

人
名
簿
の
」
と
あ
る
の
は
「
在
外
選
挙
人
名
簿
の
」
と
、
「
選
挙
人
名
簿
に
」
と
あ

る
の
は
「
在
外
選
挙
人
名
簿
に
」
と
、
「
選
挙
人
名
簿
記
載
書
類
」
と
あ
る
の
は
「

る
の
は
「
在
外
選
挙
人
名
簿
に
」
と
、
「
選
挙
人
名
簿
記
載
書
類
」
と
あ
る
の
は
「

在
外
選
挙
人
名
簿
記
載
書
類
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
選
挙
人
名
簿
（
法
第
十
九
条

在
外
選
挙
人
名
簿
記
載
書
類
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
選
挙
人
名
簿
（
法
第
十
九
条

第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
在
外
選
挙
人
名
簿
（
法
第
三
十
条
の
二
第
四
項
」
と
、
「

第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
在
外
選
挙
人
名
簿
（
法
第
三
十
条
の
二
第
四
項
」
と
、
「

選
挙
人
名
簿
に
」
と
あ
る
の
は
「
在
外
選
挙
人
名
簿
に
」
と
、
「
選
挙
人
名
簿
記
載

選
挙
人
名
簿
に
」
と
あ
る
の
は
「
在
外
選
挙
人
名
簿
に
」
と
、
「
選
挙
人
名
簿
記
載

書
類
」
と
あ
る
の
は
「
在
外
選
挙
人
名
簿
記
載
書
類
」
と
、
「
選
挙
人
名
簿
と
」
と

書
類
」
と
あ
る
の
は
「
在
外
選
挙
人
名
簿
記
載
書
類
」
と
、
「
選
挙
人
名
簿
と
」
と

あ
る
の
は
「
在
外
選
挙
人
名
簿
と
」
と
、
第
二
十
条
中
「

第
二
十
八
条
の
二
第
一

あ
る
の
は
「
在
外
選
挙
人
名
簿
と
」
と
、
第
二
十
条
中
「
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一

項
」
と
あ
る
の
は
「

第
三
十
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
八
条
の
二

項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
八
条
の
二

第
一
項
」
と
、
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「

第
三
十
条
」
と
あ
る
の
は
「

第
三
十

第
一
項
」
と
、
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
法
第
三
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十

条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
条
」
と
、
第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
法
第

条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
条
」
と
、
第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
法
第

二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
人
名
簿
の
登
録
が
行
わ
れ
た

二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
人
名
簿
の
登
録
が
行
な
わ
れ
た

」
と
あ
る
の
は
「
登
録
月
（
登
録
月
の
二
日
が
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議

日
現
在
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
月
（
登
録
月
の
二
日
が
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議

員
の
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
日
か
ら
当
該
選
挙
の
期
日
ま
で
の
間
に
あ
る

員
の
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
日
か
ら
当
該
選
挙
の
期
日
ま
で
の
間
に
あ
る

場
合
に
は
、
当
該
登
録
月
を
除
く
。
）
の
三
日
現
在
及
び
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院

場
合
に
は
、
当
該
登
録
月
を
除
く
。
）
の
三
日
現
在
及
び
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院

議
員
の
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
あ
つ
た
」
と
、
「
同
項
の
規
定
に
よ
る
選

議
員
の
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
あ
つ
た
日
現
在
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「

挙
人
名
簿
の
登
録
が
行
わ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
議
員
の
選
挙
の
期
日
の
公

法

示
又
は
告
示
の
あ
つ
た
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十
条
」
と
あ
る
の
は
「

第

第
三
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

三
十
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
条
」
と
、
第
二
十
二
条
の
二
中
「

三
十
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
条
」
と
、
第
二
十
二
条
の
二
中
「
法

第
十
九
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「

第
三
十
条
の
二
第
四
項
」
と
、
「
衆
議
院
議

第
十
九
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
条
の
二
第
四
項
」
と
、
「
衆
議
院
議

員
、
参
議
院
議
員
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
若
し
く
は
長
の
任
期
間
」
と

員
、
参
議
院
議
員
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
若
し
く
は
長
の
任
期
間
」
と

あ
る
の
は
「
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
任
期
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

あ
る
の
は
「
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
任
期
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
四
章

投
票

第
四
章

投
票
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（
指
定
投
票
区
の
投
票
の
期
日
の
特
例
）

（
指
定
投
票
区
の
投
票
の
期
日
の
特
例
）

第
二
十
六
条
の
四

指
定
投
票
区
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
市

第
二
十
六
条
の
四

指
定
投
票
区
に
つ
い
て
は
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す

町
村
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
市
町
村

る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議

の
選
挙
管
理
委
員
会
）
は
、
法
第
五
十
六
条
の

員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
は
、
法
第
五
十
六
条
の

規
定
に
よ
つ
て
投
票
の
期
日
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

規
定
に
よ
つ
て
投
票
の
期
日
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
繰
延
投
票
の
期
日
の
通
知
）

（
繰
延
投
票
の
期
日
の
通
知
）

第
四
十
八
条

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
投
票
の
期
日
を
定
め
た
場
合
に

第
四
十
八
条

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
投
票
の
期
日
を
定
め
た
場
合
に

は

、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
あ
つ
て
は
関
係
の
あ
る
投
票
管
理
者
及

お
い
て
は
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
あ
つ
て
は
関
係
の
あ
る
投
票
管
理
者
、

び
開
票
管
理
者

（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
経

開
票
管
理
者
及
び
選
挙
長
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
経

て
こ
れ
ら
の
者
）
並
び
に
選
挙
長
に
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
あ
つ
て
は

て
こ
れ
ら
の
者
）

に
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
あ
つ
て
は

関
係
の
あ
る
数
町
村
の
区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区
の
開
票
管
理
者
及
び
選
挙
長
（

関
係
の
あ
る
数
町
村
の
区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区
の
開
票
管
理
者
及
び
選
挙
長
（

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
若
し
く
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
、
選
挙
分
会
長
）
並
び
に
市
町
村
の
選
挙
管
理

に
つ
い
て
は
、
選
挙
分
会
長
）
並
び
に
市
町
村
の
選
挙
管
理

委
員
会
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
経
て
区
の
選
挙
管
理

委
員
会
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
経
て
区
の
選
挙
管
理

委
員
会
）
に
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

委
員
会
）
に
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
区
の
選
挙
管
理
委
員
会

２

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
区
の
選
挙
管
理
委
員
会

）
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場

）
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場

合
に
は

、
直
ち
に
そ
の
旨
を
関
係
の
あ
る
投
票
管
理
者
及
び
開
票
管
理
者
（

合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
関
係
の
あ
る
投
票
管
理
者
及
び
開
票
管
理
者
（

数
町
村
の
区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区
の
開
票
管
理
者
を
除
く
。
）
に
通
知
し
な
け

数
町
村
の
区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区
の
開
票
管
理
者
を
除
く
。
）
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
投
票
を
行
わ
な
い
旨
の
通
知
）

（
投
票
を
行
わ
な
い
旨
の
通
知
）

第
四
十
九
条

法
第
百
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
選
挙
長
が
行
う
通
知
は
、
衆
議
院
議

第
四
十
九
条

法
第
百
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
選
挙
長
が
す
る
通
知
は
、
衆
議
院
議

員
、
参
議
院
議
員
又
は
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
若
し
く
は
長
の
選
挙
に
つ
い
て
は

員
、
参
議
院
議
員
又
は
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
若
し
く
は
長
の
選
挙
に
つ
い
て
は
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、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
経
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
衆
議

、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
経
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
衆
議

院
比
例
代
表
選
出
議
員
若
し
く
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院

院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
選
挙
分
会
長
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な

に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
選
挙
分
会
長
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

第
六
章

開
票

第
六
章

開
票

（
繰
延
開
票
の
通
知
等
）

（
繰
延
開
票
の
通
知
等
）

第
七
十
八
条

法
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
七
条
第
一
項
本
文
の
規

第
七
十
八
条

法
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
七
条
第
一
項
本
文
の
規

定
に
よ
り
開
票
の
期
日
を
定
め
た
場
合
に
は

、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会

定
に
よ
り
開
票
の
期
日
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会

に
あ
つ
て
は
開
票
管
理
者
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
経

に
あ
つ
て
は
開
票
管
理
者
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
経

て
開
票
管
理
者
）
及
び
選
挙
長
に
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
あ
つ
て
は
数

て
開
票
管
理
者
）
及
び
選
挙
長
に
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
あ
つ
て
は
数

町
村
の
区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区
の
開
票
管
理
者
及
び
選
挙
長
（
衆
議
院
比
例
代

町
村
の
区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区
の
開
票
管
理
者
及
び
選
挙
長
（
衆
議
院
比
例
代

表
選
出
議
員
若
し
く
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙

表
選
出
議
員
又
は

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

区
選
挙
に
つ
い
て
は
、
選
挙
分
会
長
）
並
び
に
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
指
定

に
つ
い
て
は
、
選
挙
分
会
長
）
並
び
に
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
指
定

都
市
に
お
い
て
は
、
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
経
て
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
に
、

都
市
に
お
い
て
は
、
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
経
て
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
に
、

直
ち
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

直
ち
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
区
の
選
挙
管
理
委
員
会

２

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
区
の
選
挙
管
理
委
員
会

）
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場

）
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場

合
に
は

、
直
ち
に
そ
の
旨
を
開
票
管
理
者
（
数
町
村
の
区
域
を
区
域
と
す
る

合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
開
票
管
理
者
（
数
町
村
の
区
域
を
区
域
と
す
る

開
票
区
の
開
票
管
理
者
を
除
く
。
）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

開
票
区
の
開
票
管
理
者
を
除
く
。
）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
・
４

(

略)

３
・
４

（
略
）

第
七
章

選
挙
会
及
び
選
挙
分
会

第
七
章

選
挙
会
及
び
選
挙
分
会

（
選
挙
長
又
は
選
挙
分
会
長
の
職
務
代
理
者
又
は
職
務
管
掌
者
の
選
任
）

（
選
挙
長
又
は
選
挙
分
会
長
の
職
務
代
理
者
又
は
職
務
管
掌
者
の
選
任
）
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第
八
十
条

当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例

第
八
十
条

当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例

代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
選
挙
長
に
つ
い
て
は
中

代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
選
挙
長
に
関
し
て
は
中

央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
の
選
挙
長
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関

央
選
挙
管
理
会
、

す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
、
衆
議
院
比
例
代
表

選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
選
挙
分
会
長
に
つ
い
て
は
都

選
挙
分
会
長
に
関
し
て
は
都

道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
の
選
挙
分
会
長
に
つ
い
て

道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会

は
合
同
選
挙
区
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
は
、
選
挙
長
若
し
く
は
選
挙
分
会

）
は
、
選
挙
長
若
し
く
は
選
挙
分
会

長
に
事
故
が
あ
り
、
又
は
こ
れ
ら
の
者
が
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
職
務
を
代
理

長
に
事
故
が
あ
り
、
又
は
こ
れ
ら
の
者
が
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
職
務
を
代
理

す
べ
き
者
を
、
当
該
選
挙
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
中
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
選
任
し

す
べ
き
者
を
、
当
該
選
挙
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
中
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
選
任
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表
選

２

当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表
選

出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
選
挙
長
に
つ
い
て
は
中
央
選
挙

出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
選
挙
長
に
関
し
て
は
中
央
選
挙

管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
の
選
挙
長
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事

管
理
会
、

務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
、
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議

員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
選
挙
分
会
長
に
つ
い
て
は
都
道
府
県

選
挙
分
会
長
に
関
し
て
は
都
道
府
県

の
選
挙
管
理
委
員
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
の
選
挙
分
会
長
に
つ
い
て
は
合
同

の
選
挙
管
理
委
員
会
）
の

選
挙
区
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
の
委
員
長
は
、
選
挙
長
若
し
く
は
選
挙
分

委
員
長
は
、
選
挙
長
若
し
く
は
選
挙
分

会
長
及
び
こ
れ
ら
の
者
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者
に
共
に
事
故
が
あ
り
、
又
は
こ
れ

会
長
及
び
こ
れ
ら
の
者
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者
に
共
に
事
故
が
あ
り
、
又
は
こ
れ

ら
の
者
が
共
に
欠
け
た
場
合
に
は

、
直
ち
に
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又

ら
の
者
が
共
に
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又

は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
選
挙
長
に
つ
い
て
は
中
央
選
挙
管
理
会
の

は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
選
挙
長
に
つ
い
て
は
中
央
選
挙
管
理
会
の

委
員
又
は
中
央
選
挙
管
理
会
の
庶
務
に
従
事
す
る
総
務
省
の
職
員
の
中
か
ら
、
参
議

委
員
又
は
中
央
選
挙
管
理
会
の
庶
務
に
従
事
す
る
総
務
省
の
職
員
の
中
か
ら

院
合
同
選
挙
区
選
挙
の
選
挙
長
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
又
は
職
員
の
中
か
ら
、
衆
議
院
比
例

、
衆
議
院
比
例

代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
選
挙
分
会
長
に
つ
い
て

代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
選
挙
分
会
長
に
つ
い
て

は
当
該
選
挙
分
会
長
の
置
か
れ
た
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
又
は
書
記

は
当
該
選
挙
分
会
長
の
置
か
れ
た
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
又
は
書
記

の
中
か
ら
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
の
選
挙
分
会
長
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
分
会

の
中
か
ら
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長
の
置
か
れ
た
合
同
選
挙
区
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
又
は
書
記
の
中

か
ら
、
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
及
び

、
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
以
外

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
以
外
の
選
挙
の
選
挙
長
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る

の
選
挙
の
選
挙
長
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る

事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
又
は
書
記
の
中
か
ら
、
臨
時
に
選
挙
長

事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
又
は
書
記
の
中
か
ら
、
臨
時
に
選
挙
長

又
は
選
挙
分
会
長
の
職
務
を
管
掌
す
べ
き
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

又
は
選
挙
分
会
長
の
職
務
を
管
掌
す
べ
き
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
選
挙
長
若
し
く
は
選
挙
分
会
長
又
は
そ
の
職
務
代
理
者
の
氏
名
等
の
告
示
）

（
選
挙
長
若
し
く
は
選
挙
分
会
長
又
は
そ
の
職
務
代
理
者
の
氏
名
等
の
告
示
）

第
八
十
一
条

当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比

第
八
十
一
条

当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比

例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
選
挙
長
に
つ
い
て
は

例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
選
挙
長
に
関
し
て
は

中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
の
選
挙
長
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に

中
央
選
挙
管
理
会
、

関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
、
衆
議
院
比
例
代

表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
選
挙
分
会
長
に
つ
い
て
は

選
挙
分
会
長
に
関
し
て
は

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
の
選
挙
分
会
長
に
つ
い

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会

て
は
合
同
選
挙
区
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
は
、
法
第
七
十
五
条
第
三
項
又

）
は
、
法
第
七
十
五
条
第
三
項
又

は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
挙
長
若
し
く
は
選
挙
分
会
長
又
は
そ
の
職
務
を
代

は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
挙
長
若
し
く
は
選
挙
分
会
長
又
は
そ
の
職
務
を
代

理
す
べ
き
者
を
選
任
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
そ
の
者
の
住
所
及
び
氏
名
を

理
す
べ
き
者
を
選
任
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
そ
の
者
の
住
所
及
び
氏
名
を

告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
選
挙
録
等
の
送
付
）

（
選
挙
録
等
の
送
付
）

第
八
十
五
条

選
挙
長
又
は
選
挙
分
会
長
は
、
選
挙
会
又
は
選
挙
分
会
の
事
務
が
終
了

第
八
十
五
条

選
挙
長
又
は
選
挙
分
会
長
は
、
選
挙
会
又
は
選
挙
分
会
の
事
務
が
終
了

し
た
場
合
に
は

、
選
挙
長
に
あ
つ
て
は
選
挙
録
及
び
選
挙
会
に
関
す
る
書
類

し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
選
挙
長
に
あ
つ
て
は
選
挙
録
及
び
選
挙
会
に
関
す
る
書
類

を
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表
選

を
そ
の
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表
選

出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
中
央
選
挙
管
理
会
、

出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議

院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
）
に
、
選
挙
分
会
長
に
あ
つ
て
は
選
挙
録
及
び
選

）
に
、
選
挙
分
会
長
に
あ
つ
て
は
選
挙
録
及
び
選

挙
分
会
に
関
す
る
書
類
を
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
、
そ
れ
ぞ
れ
送
付
し
な

挙
分
会
に
関
す
る
書
類
を
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
、
そ
れ
ぞ
れ
送
付
し
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
選
挙
会
又
は
選
挙
分
会
に
関
す
る
書
類
の
保
存
）

（
選
挙
会
又
は
選
挙
分
会
に
関
す
る
書
類
の
保
存
）

第
八
十
六
条

選
挙
会
に
関
す
る
書
類
は
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選

第
八
十
六
条

選
挙
会
に
関
す
る
書
類
は
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選

挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の

挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の

選
挙
に
つ
い
て
は
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該

選
挙
に
つ
い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会

選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
）
に
お
い

）
に
お
い

て
、
当
該
選
挙
に
係
る
衆
議
院
議
員
、
参
議
院
議
員
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の

て
、
当
該
選
挙
に
係
る
衆
議
院
議
員
、
参
議
院
議
員
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の

議
員
若
し
く
は
長
の
任
期
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

議
員
若
し
く
は
長
の
任
期
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
繰
延
選
挙
会
又
は
繰
延
選
挙
分
会
の
通
知
等
）

（
繰
延
選
挙
会
又
は
繰
延
選
挙
分
会
の
通
知
等
）

第
八
十
七
条

法
第
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
七
条
第
一
項
本
文
の
規

第
八
十
七
条

法
第
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
七
条
第
一
項
本
文
の
規

定
に
よ
り
選
挙
会
又
は
選
挙
分
会
の
期
日
を
定
め
た
場
合
に
は

、
当
該
選
挙

定
に
よ
り
選
挙
会
又
は
選
挙
分
会
の
期
日
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
選
挙

に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は

に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
選
挙
会
に
つ
い
て
は
中
央
選
挙
管
理
会
、
参

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
選
挙
会
に
関
し
て
は
中
央
選
挙
管
理
会
、

議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
の
選
挙
会
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す

る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
、
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議

院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
選
挙
分
会
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委

選
挙
分
会
に
関
し
て
は
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委

員
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
の
選
挙
分
会
に
つ
い
て
は
合
同
選
挙
区
都
道
府
県

員
会

の
選
挙
管
理
委
員
会
）
は
、
当
該
選
挙
長
又
は
選
挙
分
会
長
に
対
し
、
直
ち
に
そ
の

）
は
、
当
該
選
挙
長
又
は
選
挙
分
会
長
に
対
し
、
直
ち
に
そ
の

旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
八
章

公
職
の
候
補
者
等

第
八
章

公
職
の
候
補
者
等
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（
公
職
の
候
補
者
等
に
関
す
る
通
知
）

（
公
職
の
候
補
者
等
に
関
す
る
通
知
）

第
九
十
二
条

（
略
）

第
九
十
二
条

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

７

第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ

７

第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
中
「
当
該
選
挙
長
」
と
あ
る
の
は

い
て
準
用
す
る
。

「
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
項
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

８

第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ

８

第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
中
「
当
該
選
挙
長
」
と
あ
る
の
は

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

「
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
項
」
と
、

、

第
五
項
中
「
当
該
選
挙
区
の
区
域
内
の
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
と
あ
る
の

第
五
項
中
「
当
該
選
挙
区
の
区
域
内
の
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
と
あ
る
の

は
「
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「

第
八
十
六
条
の
二

は
「
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
法
第
八
十
六
条
の
二

第
一
項
又
は
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
又
は

同
条
第
二

第
一
項
又
は
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
又
は
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
六
条
の
二
第
九
項
前
段
」
と
、
「
第
八
十
八
条
の

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
六
条
の
二
第
九
項
前
段
」
と
、
「
第
八
十
八
条
の

三
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
八
条
の
五
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十

三
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
八
条
の
五
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十

八
条
の
三
第
七
項
」
と
、
同
項
第
二
号
イ
中
「

第
八
十
六
条
の
二
第
七
項
」
と
あ

八
条
の
三
第
七
項
」
と
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
法
第
八
十
六
条
の
二
第
七
項
」
と
あ

る
の
は
「
第
八
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
六
条
の
二
第
七

る
の
は
「
法
第
八
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
六
条
の
二
第

項

」
と
、
同
号
ロ
中
「

第
八
十
六
条
の
二
第
十
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
六

七
項
」
と
、
同
号
ロ
中
「
法
第
八
十
六
条
の
二
第
十
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
八
十

条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
六
条
の
二
第
十
項

」
と
、
同
号
ハ

六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
六
条
の
二
第
十
項
」
と
、
同
号
ハ

中
「

第
八
十
六
条
の
二
第
十
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
六
条
の
三
第
二
項
に

中
「
法
第
八
十
六
条
の
二
第
十
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
八
十
六
条
の
三
第
二
項

お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
六
条
の
二
第
十
一
項

」
と
、
「
同
条
第
一
項
」
と
あ

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
六
条
の
二
第
十
一
項
」
と
、
「
同
条
第
一
項
」
と
あ

る
の
は
「
法
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
」
と
、
「
同
条
第
十
二
項
」
と
あ
る
の
は
「

る
の
は
「
法
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
」
と
、
「
同
条
第
十
二
項
」
と
あ
る
の
は
「

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
六
条
の
二
第
十
二
項
」
と
、
「
同
条
第

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
六
条
の
二
第
十
二
項
」
と
、
「
同
条
第

九
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
八
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十

九
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
八
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十

六
条
の
二
第
九
項
前
段
」
と
、
同
号
ニ
中
「

第
八
十
六
条
の
二
第
二
項
第
一
号
」

六
条
の
二
第
九
項
前
段
」
と
、
同
号
ニ
中
「
法
第
八
十
六
条
の
二
第
二
項
第
一
号
」

と
あ
る
の
は
「
第
八
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
六
条
の
二

と
あ
る
の
は
「
法
第
八
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
六
条
の
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第
二
項
第
一
号

」
と
、
「
第
八
十
八
条
の
三
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
八

二
第
二
項
第
一
号
」
と
、
「
第
八
十
八
条
の
三
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
八

条
の
五
第
八
項
」
と

条
の
五
第
八
項
」
と
、
第
六
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
項
に
お
い
て
準
用

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

す
る
前
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

９

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に

（
新
設
）

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員

会
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
経
て
区
の
選
挙
管
理
委
員

会
）
及
び
数
町
村
の
区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区
の
開
票
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「

当
該
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
の
選
挙
区
の
区
域
内
の
合
同
選
挙
区
都
道
府
県
の
選

挙
管
理
委
員
会
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
第
八
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又

は
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
五
項
」
と

、
「
第
八
十
八
条
第
八
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

と
あ
る
の
は
「
第
八
十
九
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
八
条
第
八
項
」
と

、
「
第
八
十
六
条
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
六
条
の
四
第
三
項
」
と
、
「
）

の
名
称
」
と
あ
る
の
は
「
）
の
名
称
（
第
八
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
略
称
の

記
載
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
略
称
を
含
む
。
）
」
と
、
同
項
第
二
号
ロ
中
「
第
八

十
六
条
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
六
条
の
四
第
九
項
」
と
、
同
号
ニ
中
「
第

八
十
六
条
第
十
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
六
条
の
四
第
十
項
」
と
、
同
号
ヘ
中

「
第
八
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
六
条
の
四
第
一

項
又
は
第
二
項
」
と
、
「
第
八
十
八
条
第
十
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
九
条
第

六
項
」
と
、
第
二
項
中
「
当
該
選
挙
長
」
と
あ
る
の
は
「
合
同
選
挙
区
都
道
府
県
の

選
挙
管
理
委
員
会
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
項
」
と
、
第
六
項
中
「
都

道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
合
同
選
挙
区
都
道
府
県
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「

第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出

９

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出

10
議
員
の
選
挙
及
び
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
以
外
の
選
挙
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

議
員
の
選
挙

以
外
の
選
挙
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
第
一
号
中
「

第
八
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
第
一
号
中
「
法
第
八
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
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又
は
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「

第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
、

又
は
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
、

第
六
項
又
は
第
八
項
」
と
、
「
第
八
十
八
条
第
八
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用

第
六
項
又
は
第
八
項
」
と
、
「
第
八
十
八
条
第
八
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
九
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
九
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
八
十
八
条
第
八
項
」
と
、
「

第
八
十
六
条
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「

第
八
十

第
八
十
八
条
第
八
項
」
と
、
「
法
第
八
十
六
条
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
八
十

六
条
の
四
第
三
項
」
と
、
「

）
の
名
称
」
と
あ
る
の
は
「

）
の

六
条
の
四
第
三
項
」
と
、
「
を
い
う
。
）
の
名
称
」
と
あ
る
の
は
「
を
い
う
。
）
の

名
称
（
第
八
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
略
称
の
記
載
が
あ
る
場
合
に
は

名
称
（
第
八
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
略
称
の
記
載
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は

、
当
該
略
称
を
含
む
。
）
」
と
、
同
項
第
二
号
ロ
中
「

第
八
十
六
条
第
九
項
」
と

、
当
該
略
称
を
含
む
。
）
」
と
、
同
項
第
二
号
ロ
中
「
法
第
八
十
六
条
第
九
項
」
と

あ
る
の
は
「

第
八
十
六
条
の
四
第
九
項
」
と
、
同
号
ニ
中
「

第
八
十
六
条
第
十

あ
る
の
は
「
法
第
八
十
六
条
の
四
第
九
項
」
と
、
同
号
ニ
中
「
法
第
八
十
六
条
第
十

二
項
」
と
あ
る
の
は
「

第
八
十
六
条
の
四
第
十
項
」
と
、
同
号
ヘ
中
「

第
八
十

二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
八
十
六
条
の
四
第
十
項
」
と
、
同
号
ヘ
中
「
法
第
八
十

六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「

第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
又
は

六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
又
は

第
二
項
」
と
、
「
第
八
十
八
条
第
十
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
九
条
第
六
項
」

第
二
項
」
と
、
「
第
八
十
八
条
第
十
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
九
条
第
六
項
」

と

読

と
、
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
章

選
挙
運
動

第
十
一
章

選
挙
運
動

（
選
挙
事
務
所
の
数
の
特
例
）

（
選
挙
事
務
所
の
数
の
特
例
）

第
百
九
条

法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
の
選
挙

第
百
九
条

法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
の
選
挙

事
務
所
を
三
箇
所
ま
で
増
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
区
及
び
当
該
選
挙
区
に
お
け

事
務
所
を
三
箇
所
ま
で
増
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
区
及
び
そ
の
選
挙
区
に
お
け

る
選
挙
事
務
所
の
数
は
、
別
表
第
三
で
定
め
る
。

る
選
挙
事
務
所
の
数
は
、
別
表
第
三
で
定
め
る
。

２

法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
四
号
の
選
挙
事
務
所

２

法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
四
号
の
選
挙
事
務
所

を
五
箇
所
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
お
け
る
選
挙
事
務
所
に
あ
つ
て
は
、
十
箇

を
五
箇
所

所
）
ま
で
増
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
区
又
は
選
挙
が
行
わ
れ
る
区
域
及
び
当
該

ま
で
増
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
都
道
府
県
及
び
そ
の
都
道
府
県

選
挙
区
又
は
選
挙
が
行
わ
れ
る
区
域
に
お
け
る
選
挙
事
務
所
の
数
は
、
別
表
第
四
で

に
お
け
る
選
挙
事
務
所
の
数
は
、
別
表
第
四
で

定
め
る
。

定
め
る
。
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（
選
挙
運
動
に
従
事
す
る
者
等
に
対
し
提
供
で
き
る
弁
当
料
の
額
）

（
選
挙
運
動
に
従
事
す
る
者
等
に
対
し
提
供
で
き
る
弁
当
料
の
額
）

第
百
九
条
の
二

法
第
百
三
十
九
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
弁
当
料
の

第
百
九
条
の
二

法
第
百
三
十
九
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
弁
当
料
の

額
は
、
法
第
百
九
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務

額
は
、
法
第
百
九
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務

を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は

を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は

中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事

、
中
央
選
挙
管
理
会

務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
）
が
第
百
二
十
九
条
第
一
項

）
が
第
百
二
十
九
条
第
一
項

第
一
号
の
基
準
に
従
い
定
め
た
弁
当
料
の
額
と
す
る
。

第
一
号
の
基
準
に
従
い
定
め
た
弁
当
料
の
額
と
す
る
。

（
自
動
車
の
使
用
の
公
営
）

（
自
動
車
の
使
用
の
公
営
）

第
百
九
条
の
四

法
第
百
四
十
一
条
第
七
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

第
百
九
条
の
四

法
第
百
四
十
一
条
第
七
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

、
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
三
条
第
一
号
ハ
に
規
定

、
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
三
条
第
一
号
ハ
に
規
定

す
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

す
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
者
（
次
項
第
二
号
に

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
者
（
次
項
第
二
号
に

規
定
す
る
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
は
、
当
該
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
と
生
計

規
定
す
る
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
は
、
当
該
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
と
生
計

を
一
に
す
る
親
族
の
う
ち
、
当
該
契
約
に
係
る
業
務
を
業
と
し
て
行
う
者
以
外
の
者

を
一
に
す
る
親
族
の
う
ち
、
当
該
契
約
に
係
る
業
務
を
業
と
し
て
行
う
者
以
外
の
者

を
除
く
。
）
と
の
間
に
お
い
て
法
第
百
四
十
一
条
第
一
項
の
自
動
車
（
以
下
こ
の
条

を
除
く
。
）
と
の
間
に
お
い
て
法
第
百
四
十
一
条
第
一
項
の
自
動
車
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
選
挙
運
動
用
自
動
車
」
と
い
う
。
）
の
使
用
に
関
し
有
償
契
約
を
締
結

に
お
い
て
「
選
挙
運
動
用
自
動
車
」
と
い
う
。
）
の
使
用
に
関
し
有
償
契
約
を
締
結

し
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を

し
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を

管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
中

管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、

央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務

中
央
選
挙
管
理
会

を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
。
次
項
第
二
号
ロ
に
お
い
て
同

。
次
項
第
二
号
ロ
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

じ
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

公
職
の
候
補
者
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
限
る
。
）
が
同
項
の
契

２

公
職
の
候
補
者
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
限
る
。
）
が
同
項
の
契

約
に
基
づ
き
当
該
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
そ
の

約
に
基
づ
き
当
該
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
そ
の

他
の
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
等
」
と
い

他
の
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
等
」
と
い

う
。
）
に
支
払
う
べ
き
金
額
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号

う
。
）
に
支
払
う
べ
き
金
額
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
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に
定
め
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
法
第
百
四
十
一
条
第
七
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
要

に
定
め
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
法
第
百
四
十
一
条
第
七
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
要

件
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参
議
院
選
挙
区
選

件
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参
議
院
選
挙
区
選

出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
が
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に

出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
が
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に

あ
つ
て
は
国
が
、
当
該
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
等
か
ら
の
請
求
に
基
づ

あ
つ
て
は
国
が
、
当
該
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
等
か
ら
の
請
求
に
基
づ

き
、
当
該
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
等
に
対
し
支
払
う
。

き
、
当
該
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
等
に
対
し
支
払
う
。

一

当
該
契
約
が
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
と
の
運
送
契
約
（
以
下
こ
の

一

当
該
契
約
が
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
と
の
運
送
契
約
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
一
般
運
送
契
約
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合

当
該
選
挙
運
動
用

項
に
お
い
て
「
一
般
運
送
契
約
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合

当
該
選
挙
運
動
用

自
動
車
（
同
一
の
日
に
お
い
て
一
般
運
送
契
約
に
よ
り
二
台
以
上
（
参
議
院
比
例

自
動
車
（
同
一
の
日
に
お
い
て
一
般
運
送
契
約
に
よ
り
二
台
以
上
（
参
議
院
比
例

代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
三
台
以
上

代
表
選
出
議
員
の
選
挙

に
あ
つ
て
は
、
三
台
以
上

）
の
選
挙
運
動
用
自
動
車
が
使
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
公
職
の
候
補
者
が
指

）
の
選
挙
運
動
用
自
動
車
が
使
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
公
職
の
候
補
者
が
指

定
す
る
い
ず
れ
か
一
台
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同

定
す
る
い
ず
れ
か
一
台
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
い
ず
れ
か
二
台
）
の
選
挙
運
動
用
自
動
車
に
限
る
。

に
あ
つ
て
は
、
い
ず
れ
か
二
台
）
の
選
挙
運
動
用
自
動
車
に
限
る
。

）
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
、
選
挙
運
動
用
自
動
車
と
し
て
使
用
さ
れ
た
各
日
に
つ
い

）
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
、
選
挙
運
動
用
自
動
車
と
し
て
使
用
さ
れ
た
各
日
に
つ
い

て
そ
の
使
用
に
対
し
支
払
う
べ
き
金
額
（
当
該
金
額
が
六
万
四
千
五
百
円
を
超
え

て
そ
の
使
用
に
対
し
支
払
う
べ
き
金
額
（
当
該
金
額
が
六
万
四
千
五
百
円
を
超
え

る
場
合
に
は
、
六
万
四
千
五
百
円
）
の
合
計
金
額

る
場
合
に
は
、
六
万
四
千
五
百
円
）
の
合
計
金
額

二

当
該
契
約
が
一
般
運
送
契
約
以
外
の
契
約
で
あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
区
分
に

二

当
該
契
約
が
一
般
運
送
契
約
以
外
の
契
約
で
あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
金
額

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
金
額

イ

当
該
契
約
が
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
借
入
れ
契
約
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

イ

当
該
契
約
が
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
借
入
れ
契
約
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
自
動
車
借
入
れ
契
約
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合

当
該
選
挙
運
動
用
自
動

「
自
動
車
借
入
れ
契
約
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合

当
該
選
挙
運
動
用
自
動

車
（
同
一
の
日
に
お
い
て
自
動
車
借
入
れ
契
約
に
よ
り
二
台
以
上
（
参
議
院
比

車
（
同
一
の
日
に
お
い
て
自
動
車
借
入
れ
契
約
に
よ
り
二
台
以
上
（
参
議
院
比

例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
三
台

例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

に
あ
つ
て
は
、
三
台

以
上
）
の
選
挙
運
動
用
自
動
車
が
使
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
公
職
の
候
補

以
上
）
の
選
挙
運
動
用
自
動
車
が
使
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
公
職
の
候
補

者
が
指
定
す
る
い
ず
れ
か
一
台
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参

者
が
指
定
す
る
い
ず
れ
か
一
台
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
い
ず
れ
か
二
台
）
の
選
挙
運
動
用
自
動

に
あ
つ
て
は
、
い
ず
れ
か
二
台
）
の
選
挙
運
動
用
自
動

車
に
限
る
。
）
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
、
選
挙
運
動
用
自
動
車
と
し
て
使
用
さ
れ

車
に
限
る
。
）
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
、
選
挙
運
動
用
自
動
車
と
し
て
使
用
さ
れ

た
各
日
に
つ
い
て
そ
の
使
用
に
対
し
支
払
う
べ
き
金
額
（
当
該
金
額
が
一
万
五

た
各
日
に
つ
い
て
そ
の
使
用
に
対
し
支
払
う
べ
き
金
額
（
当
該
金
額
が
一
万
五
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千
三
百
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
一
万
五
千
三
百
円
）
の
合
計
金
額

千
三
百
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
一
万
五
千
三
百
円
）
の
合
計
金
額

ロ

当
該
契
約
が
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
燃
料
の
供
給
に
関
す
る
契
約
で
あ
る
場

ロ

当
該
契
約
が
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
燃
料
の
供
給
に
関
す
る
契
約
で
あ
る
場

合

当
該
契
約
に
基
づ
き
当
該
選
挙
運
動
用
自
動
車
に
供
給
し
た
燃
料
の
代
金

合

当
該
契
約
に
基
づ
き
当
該
選
挙
運
動
用
自
動
車
に
供
給
し
た
燃
料
の
代
金

（
当
該
選
挙
運
動
用
自
動
車
（
こ
れ
に
代
わ
り
使
用
さ
れ
る
他
の
選
挙
運
動
用

（
当
該
選
挙
運
動
用
自
動
車
（
こ
れ
に
代
わ
り
使
用
さ
れ
る
他
の
選
挙
運
動
用

自
動
車
を
含
む
。
）
が
既
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
契
約
に
基
づ
き

自
動
車
を
含
む
。
）
が
既
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
契
約
に
基
づ
き

供
給
を
受
け
た
燃
料
の
代
金
と
合
算
し
て
、
七
千
三
百
五
十
円
に
当
該
公
職
の

供
給
を
受
け
た
燃
料
の
代
金
と
合
算
し
て
、
七
千
三
百
五
十
円
に
当
該
公
職
の

候
補
者
に
つ
き
法
第
八
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
八
項
若

候
補
者
に
つ
き
法
第
八
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
八
項
若

し
く
は
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

し
く
は
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

公
職
の
候
補
者
の
届
出
又
は
法
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
参
議

公
職
の
候
補
者
の
届
出
又
は
法
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
参
議

院
名
簿
の
届
出
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
六
条
の
二
第
九

院
名
簿
の
届
出
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
六
条
の
二
第
九

項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
候
補
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
届
出
）
の
あ

項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
候
補
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
届
出
）
の
あ

つ
た
日
か
ら
当
該
選
挙
の
期
日
の
前
日
（
法
第
百
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規

つ
た
日
か
ら
当
該
選
挙
の
期
日
の
前
日
（
法
第
百
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
投
票
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
同
条
第
五
項
の
規
定

定
に
よ
り
投
票
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
同
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
る
告
示
の
日
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
の
日
数
を
乗
じ
て
得
た

に
よ
る
告
示
の
日
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
の
日
数
を
乗
じ
て
得
た

金
額
に
達
す
る
ま
で
の
部
分
の
金
額
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
総
務
省
令
で
定
め

金
額
に
達
す
る
ま
で
の
部
分
の
金
額
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
総
務
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
公
職
の
候
補
者
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
当
該
選
挙

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
公
職
の
候
補
者
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
当
該
選
挙

に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
が
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）

に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
が
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）

ハ

当
該
契
約
が
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
運
転
手
の
雇
用
に
関
す
る
契
約
で
あ
る

ハ

当
該
契
約
が
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
運
転
手
の
雇
用
に
関
す
る
契
約
で
あ
る

場
合

当
該
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
運
転
手
（
同
一
の
日
に
お
い
て
二
人
以
上

場
合

当
該
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
運
転
手
（
同
一
の
日
に
お
い
て
二
人
以
上

（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ

（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

に
あ
つ

て
は
、
三
人
以
上
）
の
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
運
転
手
が
雇
用
さ
れ
る
場
合
に

て
は
、
三
人
以
上
）
の
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
運
転
手
が
雇
用
さ
れ
る
場
合
に

は
、
当
該
公
職
の
候
補
者
が
指
定
す
る
い
ず
れ
か
一
人
（
参
議
院
比
例
代
表
選

は
、
当
該
公
職
の
候
補
者
が
指
定
す
る
い
ず
れ
か
一
人
（
参
議
院
比
例
代
表
選

出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
い
ず
れ
か
二
人

出
議
員
の
選
挙

に
あ
つ
て
は
、
い
ず
れ
か
二
人

）
の
運
転
手
に
限
る
。
）
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
、
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
運
転

）
の
運
転
手
に
限
る
。
）
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
、
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
運
転

業
務
に
従
事
し
た
各
日
に
つ
い
て
そ
の
勤
務
に
対
し
支
払
う
べ
き
報
酬
の
額
（

業
務
に
従
事
し
た
各
日
に
つ
い
て
そ
の
勤
務
に
対
し
支
払
う
べ
き
報
酬
の
額
（

当
該
報
酬
の
額
が
一
万
二
千
五
百
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
一
万
二
千
五
百
円

当
該
報
酬
の
額
が
一
万
二
千
五
百
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
一
万
二
千
五
百
円
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）
の
合
計
金
額

）
の
合
計
金
額

３

（
略
）

３

（
略
）

４

法
第
百
四
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
公
職
の
候
補
者
一

４

法
第
百
四
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
公
職
の
候
補
者
一

人
に
つ
い
て
、
六
万
四
千
五
百
円
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議

人
に
つ
い
て
、
六
万
四
千
五
百
円
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
十
二
万
九
千
円
）
に
、
そ
の
者
に
つ
き
法
第
八

に
あ
つ
て
は
、
十
二
万
九
千
円
）
に
、
そ
の
者
に
つ
き
法
第
八

十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
八
十
六
条
の
四
第

十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
八
十
六
条
の
四
第

一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
職
の
候
補
者
の
届
出
又
は
法
第

一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
職
の
候
補
者
の
届
出
又
は
法
第

八
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
参
議
院
名
簿
の
届
出
（
同
条
第
二
項
に
お
い

八
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
参
議
院
名
簿
の
届
出
（
同
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
八
十
六
条
の
二
第
九
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
候
補
者

て
準
用
す
る
法
第
八
十
六
条
の
二
第
九
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
候
補
者

に
つ
い
て
は
、
当
該
届
出
）
の
あ
つ
た
日
か
ら
当
該
選
挙
の
期
日
の
前
日
ま
で
の
日

に
つ
い
て
は
、
当
該
届
出
）
の
あ
つ
た
日
か
ら
当
該
選
挙
の
期
日
の
前
日
ま
で
の
日

数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。

数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。

５

（
略
）

５

（
略
）

（
通
常
葉
書
の
作
成
の
公
営
）

（
通
常
葉
書
の
作
成
の
公
営
）

第
百
九
条
の
七

法
第
百
四
十
二
条
第
十
項
（
同
項
の
通
常
葉
書
の
作
成
に
係
る
部
分

第
百
九
条
の
七

法
第
百
四
十
二
条
第
十
項
（
同
項
の
通
常
葉
書
の
作
成
に
係
る
部
分

に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
通
常
葉
書
の
作
成
を
業
と
す
る
者
と
の
間
に
お
い
て
同
項
の
通
常
葉
書
の
作
成

は
、
通
常
葉
書
の
作
成
を
業
と
す
る
者
と
の
間
に
お
い
て
同
項
の
通
常
葉
書
の
作
成

に
関
し
有
償
契
約
を
締
結
し
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
当

に
関
し
有
償
契
約
を
締
結
し
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
当

該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議

該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議

員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は

員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会

当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
。
次

。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

(
略)

（
選
挙
事
務
所
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
の
公
営
）

（
選
挙
事
務
所
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
の
公
営
）

第
百
十
条
の
二

法
第
百
四
十
三
条
第
十
四
項
（
同
条
第
一
項
第
一
号
の
立
札
及
び
看

第
百
十
条
の
二

法
第
百
四
十
三
条
第
十
四
項
（
同
条
第
一
項
第
一
号
の
立
札
及
び
看
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板
の
類
の
作
成
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の

板
の
類
の
作
成
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の

適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
を
業
と
す
る
者
と
の

適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
を
業
と
す
る
者
と
の

間
に
お
い
て
同
条
第
十
四
項
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
に
関
し
有
償
契
約
を
締

間
に
お
い
て
同
条
第
十
四
項
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
に
関
し
有
償
契
約
を
締

結
し
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務

結
し
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務

を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は

を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は

中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事

、
中
央
選
挙
管
理
会

務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
自
動
車
等
に
取
り
付
け
る
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
の
公
営
）

（
自
動
車
等
に
取
り
付
け
る
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
の
公
営
）

第
百
十
条
の
三

前
条
の
規
定
は
、
公
職
の
候
補
者
が
法
第
百
四
十
三
条
第
十
四
項
（

第
百
十
条
の
三

前
条
の
規
定
は
、
公
職
の
候
補
者
が
法
第
百
四
十
三
条
第
十
四
項
（

同
条
第
一
項
第
二
号
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

同
条
第
一
項
第
二
号
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

前
条
第
二
項
中
「
五
万
三
千
三
百
八
十
八
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
万
五
百
四
十
八
円

前
条
第
二
項
中
「
五
万
三
千
三
百
八
十
八
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
万
五
百
四
十
八
円

」
と
、
「
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙

」
と
、
「
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙

事
務
所
の
数
に
三
を
乗
じ
て
得
た
数
の
範
囲
内
」
と
あ
る
の
は
「
四
以
内
（
参
議
院

事
務
所
の
数
に
三
を
乗
じ
て
得
た
数
の
範
囲
内
」
と
あ
る
の
は
「
四
以
内
（
参
議
院

比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
八
以
内

比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

に
あ
つ
て
は
、
八
以
内

）
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
五
万
三
千
三
百
八
十
八
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
万
五
百

）
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
五
万
三
千
三
百
八
十
八
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
万
五
百

四
十
八
円
」
と
、
「
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
こ
と
が
で

四
十
八
円
」
と
、
「
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
こ
と
が
で

き
る
選
挙
事
務
所
の
数
に
三
を
乗
じ
て
得
た
数
」
と
あ
り
、
及
び
「
当
該
三
を
乗
じ

き
る
選
挙
事
務
所
の
数
に
三
を
乗
じ
て
得
た
数
」
と
あ
り
、
及
び
「
当
該
三
を
乗
じ

て
得
た
数
」
と
あ
る
の
は
「
四
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院

て
得
た
数
」
と
あ
る
の
は
「
四
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
八
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

に
あ
つ
て
は
、
八
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
の
公
営
）

（
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
の
公
営
）

第
百
十
条
の
四

法
第
百
四
十
三
条
第
十
四
項
（
同
項
の
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
に
係
る
部

第
百
十
条
の
四

法
第
百
四
十
三
条
第
十
四
項
（
同
項
の
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
に
係
る
部
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分
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る

分
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
を
業
と
す
る
者
と
の
間
に
お
い
て
同
項
の
ポ
ス
タ
ー
の
作

者
は
、
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
を
業
と
す
る
者
と
の
間
に
お
い
て
同
項
の
ポ
ス
タ
ー
の
作

成
に
関
し
有
償
契
約
を
締
結
し
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を

成
に
関
し
有
償
契
約
を
締
結
し
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を

当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出

当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出

議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て

議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会

は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
。

。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
後
援
団
体
等
の
政
治
活
動
に
関
す
る
立
札
及
び
看
板
の
類
の
総
数
等
）

（
後
援
団
体
等
の
政
治
活
動
に
関
す
る
立
札
及
び
看
板
の
類
の
総
数
等
）

第
百
十
条
の
五

法
第
百
四
十
三
条
第
十
六
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
立

第
百
十
条
の
五

法
第
百
四
十
三
条
第
十
六
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
立

札
及
び
看
板
の
類
の
総
数
は
、
公
職
の
候
補
者
若
し
く
は
公
職
の
候
補
者
と
な
ろ
う

札
及
び
看
板
の
類
の
総
数
は
、
公
職
の
候
補
者
若
し
く
は
公
職
の
候
補
者
と
な
ろ
う

と
す
る
者
（
公
職
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
職
の
候
補
者
等

と
す
る
者
（
公
職
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
職
の
候
補
者
等

」
と
い
う
。
）
一
人
に
つ
き
又
は
同
一
の
公
職
の
候
補
者
等
に
係
る
法
第
百
九
十
九

」
と
い
う
。
）
一
人
に
つ
き
又
は
同
一
の
公
職
の
候
補
者
等
に
係
る
法
第
百
九
十
九

条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
後
援
団
体
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
後
援
団
体
」
と

条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
後
援
団
体
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
後
援
団
体
」
と

い
う
。
）
の
全
て
を
通
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当

い
う
。
）
の
全
て
を
通
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
数
と
す
る
。

該
各
号
に
定
め
る
数
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

公
職
の
候
補
者
等
が
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
（
参
議
院
合
同
選
挙
区

四

公
職
の
候
補
者
等
が
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員

選
挙
を
除
く
。
）
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
の
選
挙
に
係
る
も
の
で
あ
り
、
又
は

若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
の
選
挙
に
係
る
も
の
で
あ
り
、
又
は

後
援
団
体
が
当
該
公
職
の
候
補
者
等
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
区

後
援
団
体
が
当
該
公
職
の
候
補
者
等
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
数

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
数

イ

当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
区
の
数
が

イ

当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
区
の
数
が

二
で
あ
る
場
合

公
職
の
候
補
者
等
に
あ
つ
て
は
十
二
、
後
援
団
体
に
あ
つ
て

二
で
あ
る
場
合

公
職
の
候
補
者
等
に
あ
つ
て
は
十
二
、
後
援
団
体
に
あ
つ
て

は
十
八

は
十
八

ロ

当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
区
の
数
が

ロ

当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
区
の
数
が
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二
を
超
え
る
場
合

公
職
の
候
補
者
等
に
あ
つ
て
は
そ
の
二
を
超
え
る
数
が
二

二
を
超
え
る
場
合

公
職
の
候
補
者
等
に
あ
つ
て
は
そ
の
二
を
超
え
る
数
が
二

を
増
す
ご
と
に
二
を
十
二
に
加
え
た
数
、
後
援
団
体
に
あ
つ
て
は
そ
の
二
を
超

を
増
す
ご
と
に
二
を
十
二
に
加
え
た
数
、
後
援
団
体
に
あ
つ
て
は
そ
の
二
を
超

え
る
数
が
二
を
増
す
ご
と
に
三
を
十
八
に
加
え
た
数

え
る
数
が
二
を
増
す
ご
と
に
三
を
十
八
に
加
え
た
数

五

公
職
の
候
補
者
等
が
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
係
る
も
の
で
あ
り
、
又
は
後

（
新
設
）

援
団
体
が
当
該
公
職
の
候
補
者
等
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

公
職
の
候
補
者
等

に
あ
つ
て
は
二
十
四
、
後
援
団
体
に
あ
つ
て
は
三
十
六

六

公
職
の
候
補
者
等
が
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
、
市
の
議
会
の
議
員
若
し
く
は

五

公
職
の
候
補
者
等
が
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
、
市
の
議
会
の
議
員
若
し
く
は

指
定
都
市
以
外
の
市
の
長
の
選
挙
に
係
る
も
の
で
あ
り
、
又
は
後
援
団
体
が
当
該

指
定
都
市
以
外
の
市
の
長
の
選
挙
に
係
る
も
の
で
あ
り
、
又
は
後
援
団
体
が
当
該

公
職
の
候
補
者
等
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

六

公
職
の
候
補
者
等
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

六

七

公
職
の
候
補
者
等
が
指
定
都
市
の
長
の
選
挙
に
係
る
も
の
で
あ
り
、
又
は
後
援

六

公
職
の
候
補
者
等
が
指
定
都
市
の
長
の
選
挙
に
係
る
も
の
で
あ
り
、
又
は
後
援

団
体
が
当
該
公
職
の
候
補
者
等
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

十

団
体
が
当
該
公
職
の
候
補
者
等
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

十

八

公
職
の
候
補
者
等
が
町
村
の
議
会
の
議
員
若
し
く
は
長
の
選
挙
に
係
る
も
の
で

七

公
職
の
候
補
者
等
が
町
村
の
議
会
の
議
員
若
し
く
は
長
の
選
挙
に
係
る
も
の
で

あ
り
、
又
は
後
援
団
体
が
当
該
公
職
の
候
補
者
等
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

四

あ
り
、
又
は
後
援
団
体
が
当
該
公
職
の
候
補
者
等
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

四

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

法
第
百
四
十
三
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務

４

法
第
百
四
十
三
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務

を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代

を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代

表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に

表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会

つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委

員
会
）
の
交
付
す
る
証
票
を
用
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

）
の
交
付
す
る
証
票
を
用
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

公
職
の
候
補
者
等
又
は
後
援
団
体
が
前
項
の
証
票
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

５

公
職
の
候
補
者
等
又
は
後
援
団
体
が
前
項
の
証
票
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
文
書
で
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務

合
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
文
書
で
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務

を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代

を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代

表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に

表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会

つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委

員
会
）
に
そ
の
証
票
の
交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

）
に
そ
の
証
票
の
交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
後
援
団
体
が
行
う
申
請
は
、
当
該
後
援
団
体
に
係
る
公
職
の
候
補
者
等
の
同
意
を

、
後
援
団
体
が
行
う
申
請
は
、
当
該
後
援
団
体
に
係
る
公
職
の
候
補
者
等
の
同
意
を
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得
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

得
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
・
７

（
略
）

６
・
７

（
略
）

８

法
第
百
四
十
三
条
第
十
七
項
の
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理

８

法
第
百
四
十
三
条
第
十
七
項
の
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理

委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に

委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に

つ
い
て
は
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に

つ
い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会

関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
）
は
、
公
職
の
候

）
は
、
公
職
の
候

補
者
等
又
は
後
援
団
体
が
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
当
該
各

補
者
等
又
は
後
援
団
体
が
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
規
定
す
る
選
挙
で
当
該
公
職
の
候
補
者
等
又
は
当
該
後
援
団
体
に
係
る
も
の
に

号
に
規
定
す
る
選
挙
で
当
該
公
職
の
候
補
者
等
又
は
当
該
後
援
団
体
に
係
る
も
の
に

関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参

関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参

議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選

議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会

挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区

選
挙
管
理
委
員
会
）
と
す
る
。

）
と
す
る
。

（
個
人
演
説
会
場
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
の
公
営
）

（
個
人
演
説
会
場
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
の
公
営
）

第
百
二
十
五
条
の
三

第
百
十
条
の
二
の
規
定
は
、
公
職
の
候
補
者
が
法
第
百
六
十
四

第
百
二
十
五
条
の
三

第
百
十
条
の
二
の
規
定
は
、
公
職
の
候
補
者
が
法
第
百
六
十
四

条
の
二
第
六
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

条
の
二
第
六
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
十
条
の
二
第
二
項
中
「
五
万
三
千
三
百
八
十
八
円
」
と
あ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
十
条
の
二
第
二
項
中
「
五
万
三
千
三
百
八
十
八
円
」
と
あ

る
の
は
「
三
万
八
千
六
百
二
十
一
円
」
と
、
「
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

る
の
は
「
三
万
八
千
六
百
二
十
一
円
」
と
、
「
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
事
務
所
の
数
に
三
を
乗
じ
て
得
た
数
の
範
囲
内

よ
り
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
事
務
所
の
数
に
三
を
乗
じ
て
得
た
数
の
範
囲
内

」
と
あ
る
の
は
「
五
以
内
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
十
以
内
）
」

」
と
あ
る
の
は
「
五
以
内

」

と
、
「
第
百
四
十
三
条
第
十
四
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
四
条
の
二
第
六

と
、
「
第
百
四
十
三
条
第
十
四
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
四
条
の
二
第
六

項
後
段
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
五
万
三
千
三
百
八
十
八
円
」
と
あ
る
の
は
「
三
万

項
後
段
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
五
万
三
千
三
百
八
十
八
円
」
と
あ
る
の
は
「
三
万

八
千
六
百
二
十
一
円
」
と
、
「
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る

八
千
六
百
二
十
一
円
」
と
、
「
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る

こ
と
が
で
き
る
選
挙
事
務
所
の
数
に
三
を
乗
じ
て
得
た
数
」
と
あ
り
、
及
び
「
当
該

こ
と
が
で
き
る
選
挙
事
務
所
の
数
に
三
を
乗
じ
て
得
た
数
」
と
あ
り
、
及
び
「
当
該

三
を
乗
じ
て
得
た
数
」
と
あ
る
の
は
「
五
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は

三
を
乗
じ
て
得
た
数
」
と
あ
る
の
は
「
五

、
十
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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第
十
二
章

選
挙
運
動
に
関
す
る
収
入
及
び
支
出
並
び
に
寄
附

第
十
二
章

選
挙
運
動
に
関
す
る
収
入
及
び
支
出
並
び
に
寄
附

（
報
告
書
の
要
旨
を
掲
載
し
た
公
報
の
送
付
）

（
報
告
書
の
要
旨
を
掲
載
し
た
公
報
の
送
付
）

第
百
二
十
六
条
の
二

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
選
挙
区
選
出

第
百
二
十
六
条
の
二

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員

又
は
参
議
院
選
挙
区
選
出

議
員
の
選
挙
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
の
選

議
員
の
選
挙
に
お
い
て
は
、

都
道
府
県
の
選

挙
管
理
委
員
会
は
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事

挙
管
理
委
員
会
は
、

務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
法
第
百
九

法
第
百
九

十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
報
告
書
の
要
旨
を
公
表
し
た
と
き
は

十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
報
告
書
の
要
旨
を
公
表
し
た
と
き
は

、
当
該
報
告
書
の
要
旨
を
掲
載
し
た
公
報
を
総
務
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、
当
該
報
告
書
の
要
旨
を
掲
載
し
た
公
報
を
総
務
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

（
選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
及
び
繰
延
投
票
の
場
合
の
選
挙
運
動
に
関
す
る

（
選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
及
び
繰
延
投
票
の
場
合
の
選
挙
運
動
に
関
す
る

支
出
金
額
の
制
限
額
）

支
出
金
額
の
制
限
額
）

第
百
二
十
七
条
の
二

選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
の
場
合
に
お
け
る
法
第
百
九

第
百
二
十
七
条
の
二

選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
の
場
合
に
お
け
る
法
第
百
九

十
五
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
額
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲

十
五
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
額
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲

げ
る
選
挙
の
種
類
及
び
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
区
分

げ
る
選
挙
の
種
類
及
び

第
二
欄
に
掲
げ
る
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
区
分

に
応
じ
、
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
額
に
当
該
再
選
挙
の
期
日
の
告
示
の
日
に
お
い

に
応
じ
、
当
該
第
三
欄

に
掲
げ
る
額
に
当
該
再
選
挙
の
期
日
の
告
示
の
日
に
お
い

て
当
該
再
選
挙
が
行
わ
れ
る
区
域
内
の
当
該
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の

て
当
該
再
選
挙
が
行
わ
れ
る
区
域
内
の
当
該
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の

総
数
（
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
当
該
再
選
挙
を
必
要

総
数
（
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
当
該
再
選
挙
を
必
要

と
す
る
に
至
つ
た
選
挙
に
お
け
る
当
該
選
挙
区
内
の
議
員
の
定
数
（
選
挙
区
が
な
い

と
す
る
に
至
つ
た
選
挙
に
お
け
る
当
該
選
挙
区
内
の
議
員
の
定
数
（
選
挙
区
が
な
い

と
き
は
、
議
員
の
定
数
）
を
も
つ
て
当
該
再
選
挙
の
期
日
の
告
示
の
日
に
お
い
て
当

と
き
は
、
議
員
の
定
数
）
を
も
つ
て
当
該
再
選
挙
の
期
日
の
告
示
の
日
に
お
い
て
当

該
再
選
挙
が
行
わ
れ
る
区
域
内
の
当
該
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
総
数

該
再
選
挙
が
行
わ
れ
る
区
域
内
の
当
該
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
総
数

を
除
し
て
得
た
数
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
額
と
を
合
算
し

を
除
し
て
得
た
数
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
当
該
第
四
欄

に
掲
げ
る
額
と
を
合
算
し

た
額
と
す
る
。

た
額
と
す
る
。
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第

一

欄

第

二

欄

第

三

欄

第

四

欄

第

一

欄

第

二

欄

第

三

欄

第

四

欄

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出

一
の
都
道
府
県
の
区

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出

議
員
又
は
参
議
院
選
挙

域
（
参
議
院
合
同
選

議
員
又
は
参
議
院
選
挙

区
選
出
議
員
の
選
挙

挙
区
選
挙
に
よ
り
選

区
選
出
議
員
の
選
挙

出
さ
れ
る
参
議
院
選

三
円

千
五
百
九
十
万
円

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

挙
区
選
出
議
員
の
再

選
挙
が
行
わ
れ
る
場

合
に
限
る
。
）

一
の
指
定
都
市
の
区

一
の
指
定
都
市
の
区

域
（
参
議
院
選
挙
区

域
（
参
議
院
選
挙
区

選
出
議
員
の
再
選
挙

四
円

千
二
百
五
十
万
円

選
出
議
員
の
再
選
挙

四
円

千
二
百
五
十
万
円

が
行
わ
れ
る
場
合
に

が
行
わ
れ
る
場
合
に

限
る
。
）

限
る
。

一
の
指
定
都
市
以
外

（
略
）

（
略
）

（
略
）

市
の
区
域
又
は
そ
の

十
六
円

五
百
四
十
万
円

部
の
区
域

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
の
町
村
の
区
域
又

八
十
六
円

二
百
七
十
万
円

そ
の
一
部
の
区
域

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２

選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
が
前
項
の
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
再
選
挙
の
行

２

選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
が
前
項
の
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
再
選
挙
の
行
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わ
れ
る
区
域
の
二
以
上
を
合
わ
せ
た
区
域
を
区
域
と
し
て
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る

わ
れ
る
区
域
の
二
以
上
を
合
わ
せ
た
区
域
を
区
域
と
し
て
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る

同
表
の
第
三
欄
及
び
第
四
欄
に
掲
げ
る
額
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

同
表
の
第
三
欄
及
び
第
四
欄
に
掲
げ
る
額
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

当
該
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
区
域
を
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

当
該
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
区
域
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄

欄
に
掲
げ
る
区
域
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

に
掲
げ
る
区
域
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
表
略
）

（
表
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

４

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
投
票
を
行
う
場
合
に
お
け
る
法
第
百
九
十

４

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
投
票
を
行
う
場
合
に
お
け
る
法
第
百
九
十

五
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
額
は
、
前
三
項
の
規
定
に
準
じ
て

五
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
額
は
、
前
三
項
の
規
定
に
準
じ
て

算
出
し
た
額
の
範
囲
内
で
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会

算
出
し
た
額
の
範
囲
内
で
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会

（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合

（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会

同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選

挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
）
が
定
め
る
額
と
す
る
。

）
が
定
め
る
額
と
す
る
。

５

第
一
項
及
び
前
二
項

の
場
合
に
お
い
て
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

５

第
一
項
、
第
三
項
及
び
前
項
の
場
合
に
お
い
て
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

、
そ
の
端
数
は
、
百
円
と
す
る
。

、
そ
の
端
数
は
、
百
円
と
す
る
。

（
実
費
弁
償
及
び
報
酬
の
額
の
基
準
等
）

（
実
費
弁
償
及
び
報
酬
の
額
の
基
準
等
）

第
百
二
十
九
条

（
略
）

第
百
二
十
九
条

（
略
）

２

選
挙
運
動
に
従
事
す
る
者
又
は
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
労
務
者
に
対
し
法

２

選
挙
運
動
に
従
事
す
る
者
又
は
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
労
務
者
に
対
し
法

第
百
三
十
九
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
弁
当
を
提
供
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
者

第
百
三
十
九
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
弁
当
を
提
供
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
者

に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
弁
当
料
の
額
又
は
報
酬
の
基
本
日
額
は
、
法
第
百
九
十

に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
弁
当
料
の
額
又
は
報
酬
の
基
本
日
額
は
、
法
第
百
九
十

七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管

七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管

理
委
員
会
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
中
央
選
挙
管
理
会
、

理
委
員
会
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議

院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
）
が
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
基
準
に
従
い
定

）
が
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
基
準
に
従
い
定

め
た
一
日
に
つ
い
て
の
弁
当
料
の
額
又
は
報
酬
の
基
本
日
額
か
ら
当
該
提
供
し
た
弁

め
た
一
日
に
つ
い
て
の
弁
当
料
の
額
又
は
報
酬
の
基
本
日
額
か
ら
当
該
提
供
し
た
弁

当
の
実
費
に
相
当
す
る
額
を
差
し
引
い
た
も
の
と
す
る
。

当
の
実
費
に
相
当
す
る
額
を
差
し
引
い
た
も
の
と
す
る
。
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３
～
７

（
略
）

３
～
７

（
略
）

８

法
第
百
九
十
七
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
そ
の
者
を
使
用
す
る
前

８

法
第
百
九
十
七
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
そ
の
者
を
使
用
す
る
前

に
、
文
書
で
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
参
議
院

に
、
文
書
で
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
参
議
院

比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区

比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会

選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙

管
理
委
員
会
）
に
対
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

）
に
対
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

（
略
）

９

（
略
）

第
十
三
章
の
二

選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
の
特
例

第
十
三
章
の
二

選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
の
特
例

（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
再
選
挙
に
関
す
る
法
第
十
三
章
の
規
定
等
の
特
例

（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
再
選
挙
に
関
す
る
法
第
十
三
章
の
規
定

の
特
例

）

）

第
百
三
十
二
条
の
三
の
二

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る

第
百
三
十
二
条
の
三
の
二

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る

再
選
挙
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

再
選
挙
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

当
該
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
と

当
該
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

こ
ろ
に
よ
る
。

再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域

再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域

一
の
指
定
都

一
の
町
村
の

一
の
指
定
都

一
の
町
村
の

事

項

一
の
都
道
府

一
の
指
定
都

市
以
外
の
市

区
域
又
は
そ

事

項

一
の
都
道
府

一
の
指
定
都

市
以
外
の
市

区
域
又
は
そ

県
の
区
域

市
の
区
域

の
区
域
又
は

の
一
部
の
区

県
の
区
域

市
の
区
域

の
区
域
又
は

の
一
部
の
区

そ
の
一
部
の

域

そ
の
一
部
の

域

区
域

区
域

法
第
百
三
十
一
条
第
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
項
第
三
号
の
選
挙

一
箇
所

一
箇
所

一
箇
所

一
箇
所

事
務
所
の
数

法
第
百
四
十
一
条
第

自
動
車
一
台

自
動
車
一
台

自
動
車
一
台

自
動
車
一
台

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
項
第
二
号
の
自
動

又
は
船
舶
一

又
は
船
舶
一

又
は
船
舶
一

又
は
船
舶
一

車
又
は
船
舶
及
び
拡

隻
及
び
拡
声

隻
及
び
拡
声

隻
及
び
拡
声

隻
及
び
拡
声

声
機
の
数

機
一
そ
ろ
い

機
一
そ
ろ
い

機
一
そ
ろ
い

機
一
そ
ろ
い

当
該
都
道
府

当
該
都
道
府

県
の
区
域
内

県
の
参
議
院

の
衆
議
院
小

議
員
選
挙
区

選
挙
区
選
出

選
出
議
員
の

議
員
の
選
挙

選
挙
に
お
け

区
の
数
が
一

る
数

で
あ
る
場
合

法
第
百
四
十
二
条
第

に
は
三
万
五

法
第
百
四
十
二
条
第

一
項
第
一
号
の
二
の

千
枚
、
当
該

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
項
第
一
号
の
二
の

一
万
枚

四
千
五
百
枚

六
百
枚

通
常
葉
書
の
数

選
挙
区
の
数

通
常
葉
書
の
数

が
一
を
超
え

る
場
合
に
は

そ
の
一
を
増

す
ご
と
に
二

千
五
百
枚
を

三
万
五
千
枚

に
加
え
た
数
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当
該
都
道
府

当
該
都
道
府

県
の
区
域
内

県
の
参
議
院

の
衆
議
院
小

議
員
選
挙
区

選
挙
区
選
出

選
出
議
員
の

議
員
の
選
挙

選
挙
に
お
け

区
の
数
が
一

る
数
に
十
分

で
あ
る
場
合

の
七
を
乗
じ

に
は
七
万
枚

て
得
た
数

、
当
該
選
挙

法
第
百
四
十
二
条
第

区
の
数
が
一

法
第
百
四
十
二
条
第

一
項
第
一
号
の
二
の

を
超
え
る
場

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
項
第
一
号
の
二
の

三
万
枚

一
万
三
千
枚

千
八
百
枚

ビ
ラ
の
数

合
に
は
そ
の

ビ
ラ
の
数

一
を
増
す
ご

と
に
一
万
五

百
枚
を
七
万

枚
に
加
え
た

数
（
そ
の
数

が
二
十
一
万

枚
を
超
え
る

場
合
に
は
、

二
十
一
万
枚

）直
近
に
お
い

直
近
に
お
い

て
行
わ
れ
た

て
行
わ
れ
た

当
該
都
道
府
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参
議
院

県
の
参
議
院

法
第
百
四
十
四
条
第

選
挙
区
選
出

法
第
百
四
十
四
条
第

選
挙
区
選
出

一
項
第
二
号
の
二
の

議
員
の
選
挙

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
項
第
二
号
の
二
の

議
員
の
選
挙

三
千
枚

八
百
枚

百
五
十
枚

ポ
ス
タ
ー
の
数

に
お
け
る
当

ポ
ス
タ
ー
の
数

に
お
け
る

該
都
道
府
県

の
区
域
内
の

ポ
ス
タ
ー
掲

ポ
ス
タ
ー
掲

示
場
の
数

示
場
の
数

法
第
百
六
十
四
条
の

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

五
第
三
項
第
三
号
の

一

一

一

一

標
旗
の
数

法
第
百
九
十
七
条
の

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
第
二
項
の
報
酬
の

五
十
人

三
十
四
人

九
人

五
人

支
給
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
者
の
員
数

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

再
選
挙
に
第
百
九
条
の
四
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、

６

再
選
挙
に
第
百
九
条
の
四
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、

同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
イ
中
「
以
上

（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員

同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
イ
中
「
二
台
以
上
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員

の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
三
台
以
上
）
」
と
あ
る
の
は

の
選
挙

に
あ
つ
て
は
、
三
台
以
上
）
」
と
あ
る
の
は

「
以
上

」
と
、
「
一
台
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合

「
二
台
以
上
」
と
、
「
一
台
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
い
ず
れ
か
二
台
）
」
と
あ
る
の
は
「
一
台
」
と
、
同

に
あ
つ
て
は
、
い
ず
れ
か
二
台
）
」
と
あ
る
の
は
「
一
台
」
と
、
同

号
ハ
中
「
以
上

（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙

号
ハ
中
「
二
人
以
上
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
三
人
以
上
）
」
と
あ
る
の
は
「
以
上

」
と
、
「
一
人
（

に
あ
つ
て
は
、
三
人
以
上
）
」
と
あ
る
の
は
「
二
人
以
上
」
と
、
「
一
人
（
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参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

に
あ
つ
て
は
、

い
ず
れ
か
二
人
）
」
と
あ
る
の
は
「
一
人
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
六
万
四
千
五
百

い
ず
れ
か
二
人
）
」
と
あ
る
の
は
「
一
人
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
六
万
二
百
円

円
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て

（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

に
あ
つ
て

は
、
十
二
万
九
千
円
）
」
と
あ
る
の
は
「
六
万
四
千
五
百
円
」
と
す
る
。

は
、
十
二
万
四
百
円
）
」
と
あ
る
の
は
「
六
万
二
百
円

」
と
す
る
。

７
・
８

(

略)

７
・
８

（
略
）

９

再
選
挙
に
第
百
十
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
十
条
の
二
第
二

９

再
選
挙
に
第
百
十
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
十
条
の
二
第
二

項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
同
条
第
二
項
中
「
以
内

（
参
議

項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
同
条
第
二
項
中
「
四
以
内
（
参
議

院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
八
以

院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

に
あ
つ
て
は
、
八
以

内
）
」
と
あ
る
の
は
「
以
内

」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
四
（
参
議
院
比
例
代
表
選

内
）
」
と
あ
る
の
は
「
四
以
内
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
四
（
参
議
院
比
例
代
表
選

出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
八
）
」
と
あ
る
の
は

出
議
員
の
選
挙

に
あ
つ
て
は
、
八
）
」
と
あ
る
の
は

「
四
」
と
す
る
。

「
四
」
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

10

10

（
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
都
道
府
県
知
事
の
再
選
挙
に
関
す
る
法
第
十
三
章

（
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
都
道
府
県
知
事
の
再
選
挙
に
関
す
る
法
第
十
三
章

の
規
定
等
の
特
例
）

の
規
定
等
の
特
例
）

第
百
三
十
二
条
の
四

参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
都
道
府
県
知
事
の
選
挙
の
一
部

第
百
三
十
二
条
の
四

参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
都
道
府
県
知
事
の
選
挙
の
一
部

無
効
に
よ
る
再
選
挙
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
は
、
同
表
の
下

無
効
に
よ
る
再
選
挙
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
は
、
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
当
該
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄

欄
に
掲
げ
る
当
該
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域

再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域

一
の
都
道
府

県
の
区
域
（

参
議
院
合
同

選
挙
区
選
挙

一
の
指
定
都

一
の
町
村
の

一
の
指
定
都

一
の
町
村
の
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事

項

に
よ
り
選
出

一
の
指
定
都

市
以
外
の
市

区
域
又
は
そ

事

項

一
の
指
定
都

市
以
外
の
市

区
域
又
は
そ

さ
れ
る
参
議

市
の
区
域

の
区
域
又
は

の
一
部
の
区

（
新
設
）

市
の
区
域

の
区
域
又
は

の
一
部
の
区

院
選
挙
区
選

そ
の
一
部
の

域

そ
の
一
部
の

域

出
議
員
の
再

区
域

区
域

選
挙
が
行
わ

れ
る
場
合
に

限
る
。
）

法
第
百
三
十
一
条
第

法
第
百
三
十
一
条
第

一
項
第
四
号
の
選
挙

一
箇
所

一
箇
所

一
箇
所

一
箇
所

一
項
第
四
号
の
選
挙

（
新
設
）

一
箇
所

一
箇
所

一
箇
所

事
務
所
の
数

事
務
所
の
数

法
第
百
四
十
一
条
第

自
動
車
一
台

自
動
車
一
台

自
動
車
一
台

自
動
車
一
台

一
項
第
二
号
の
自
動

又
は
船
舶
一

又
は
船
舶
一

又
は
船
舶
一

又
は
船
舶
一

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

車
又
は
船
舶
及
び
拡

隻
及
び
拡
声

隻
及
び
拡
声

隻
及
び
拡
声

隻
及
び
拡
声

声
機
の
数

機
一
そ
ろ
い

機
一
そ
ろ
い

機
一
そ
ろ
い

機
一
そ
ろ
い

当
該
都
道
府

県
の
区
域
内

の
衆
議
院
小

選
挙
区
選
出

議
員
の
選
挙

区
の
数
が
一

法
第
百
四
十
二
条
第

で
あ
る
場
合

法
第
百
四
十
二
条
第

一
項
第
二
号
又
は
第

に
は
三
万
五

一
項
第
二
号
又
は
第

三
号
の
通
常
葉
書
の

千
枚
、
当
該

一
万
枚

四
千
五
百
枚

六
百
枚

三
号
の
通
常
葉
書
の

（
新
設
）

一
万
枚

四
千
五
百
枚

六
百
枚
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数

選
挙
区
の
数

数

が
一
を
超
え

る
場
合
に
は

そ
の
一
を
増

す
ご
と
に
二

千
五
百
枚
を

三
万
五
千
枚

に
加
え
た
数

当
該
都
道
府

県
の
区
域
内

の
衆
議
院
小

選
挙
区
選
出

議
員
の
選
挙

区
の
数
が
一

で
あ
る
場
合

に
は
十
万
枚

、
当
該
選
挙

法
第
百
四
十
二
条
第

区
の
数
が
一

法
第
百
四
十
二
条
第

一
項
第
二
号
又
は
第

を
超
え
る
場

三
万
枚

一
万
三
千
枚

千
八
百
枚

一
項
第
二
号
又
は
第

（
新
設
）

三
万
枚

一
万
三
千
枚

千
八
百
枚

三
号
の
ビ
ラ
の
数

合
に
は
そ
の

三
号
の
ビ
ラ
の
数

一
を
増
す
ご

と
に
一
万
五

千
枚
を
十
万

枚
に
加
え
た

数
（
そ
の
数
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が
三
十
万
枚

を
超
え
る
場

合
に
は
、
三

十
万
枚
）

法
第
百
六
十
四
条
の

二
第
三
項
の
立
札
及

五

五

五

五

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

び
看
板
の
類
の
数

法
第
百
六
十
四
条
の

五
第
三
項
第
一
号
の

一

一

一

一

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

標
旗
の
数

法
第
百
九
十
七
条
の

法
第
百
九
十
七
条
の

二
第
二
項
の
報
酬
の

五
十
人

三
十
四
人

九
人

五
人

二
第
二
項
の
報
酬
の

（
新
設
）

三
十
四
人

九
人

五
人

支
給
を
受
け
る
こ
と

支
給
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
者
の
員
数

が
で
き
る
者
の
員
数

２

前
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
表
に
掲
げ
る
区
域
を
区
域
と

２

前
条
第
三
項

の
規
定
は
前
項

の
表
に
掲
げ
る
区
域
を
区
域
と

し
て
行
わ
れ
る
同
項
の
再
選
挙
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
再
選
挙
」
と
い
う

し
て
行
わ
れ
る
同
項
の
再
選
挙
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
再
選
挙
」
と
い
う

。
）

。
）
の
う
ち
、
一
の
指
定
都
市
の
区
域
を
区
域
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
以
外
の
も
の

に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

に
つ
い
て
、
同
条
第
四
項
の
規
定
は
再
選
挙
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

い
て
、
再
選
挙
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
一

の
都
道
府
県
の
区
域
を
区
域
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
又
は
一
の
指
定
都
市
の
区
域
を

区
域
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
お
い
て
は
、
法
第
百
四
十
九
条
第
四
項
の
新
聞
広
告

の
回
数
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
五
回
に
限
る
も
の
と
す
る
。
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３

再
選
挙
の
う
ち
、
一
の
都
道
府
県
の
区
域
を
区
域
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
及
び
一

３

再
選
挙
の
う
ち

一

の
指
定
都
市
の
区
域
を
区
域
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
お
い
て
は
、
法

の
指
定
都
市
の
区
域
を
区
域
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
お
い
て
は
、
法

第
百
五
十
一
条
第
一
項
の
経
歴
放
送
は
、
行
わ
な
い
。

第
百
五
十
一
条
第
一
項
の
経
歴
放
送
は
、
行
わ
な
い
。

４

再
選
挙
（
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条

４

再
選
挙
の
う
ち
一
の
指
定
都
市
の
区
域
を
区
域
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
以
外
の
も

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
第
百
九
条
の
四
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場

の
に
お
い
て
は
、
法
第
百
七
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
特
殊
乗
車
券
の
交
付
は
、
行
わ

合
に
は
、
同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
イ
中
「
以
上
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出

な
い
。

議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
三
台
以
上
）
」
と
あ
る

の
は
「
以
上
」
と
、
「
一
台
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合

同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
い
ず
れ
か
二
台
）
」
と
あ
る
の
は
「
一
台
」
と
、
同

号
ハ
中
「
以
上
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選

挙
に
あ
つ
て
は
、
三
人
以
上
）
」
と
あ
る
の
は
「
以
上
」
と
、
「
一
人
（
参
議
院
比

例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
い
ず
れ
か

二
人
）
」
と
あ
る
の
は
「
一
人
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
六
万
四
千
五
百
円
（
参
議

院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
十
二

万
九
千
円
）
」
と
あ
る
の
は
「
六
万
四
千
五
百
円
」
と
す
る
。

５

再
選
挙

５

再
選
挙
（
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条

に
第
百
九
条
の
七
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
第
百
九
条
の
七
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場

合
に
は
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の

合
に
は
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の

選
挙
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
枚
数
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
二
条
の

選
挙
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
枚
数
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
二
条
の

四
第
一
項
の
表
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
通
常
葉
書
の
数
の

四
第
一
項
の
表
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
通
常
葉
書
の
数
の

項
中
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当

項
中
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当

該
下
欄
に
定
め
る
枚
数
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号

該
下
欄
に
定
め
る
枚
数
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号

ま
で
の
選
挙
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
枚
数
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該

ま
で
の
選
挙
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
枚
数
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
枚
数
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一
項
の
表
法
第
百
四

各
号
に
定
め
る
枚
数
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一
項
の
表
法
第
百
四

十
二
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
通
常
葉
書
の
数
の
項
中
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

十
二
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
通
常
葉
書
の
数
の
項
中
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
枚
数
を

る
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
枚
数
を
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超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
下
欄
に
定
め
る
枚
数
」
と
す
る
。

超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
下
欄
に
定
め
る
枚
数
」
と
す
る
。

６
・
７

（
略
）

６
・
７

（
略
）

８

再
選
挙
に
第
百
十
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
十
条
の
二
第
二

（
新
設
）

項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
同
条
第
二
項
中
「
以
内
（
参
議
院

比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
八
以
内

）
」
と
あ
る
の
は
「
以
内
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
四
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議

員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
八
）
」
と
あ
る
の
は
「
四

」
と
す
る
。

９

再
選
挙
に
第
百
十
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、

８

再
選
挙
に
第
百
十
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
中
「
当
該
選
挙
区
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域

こ
れ
ら
の
規
定
中
「
当
該
選
挙
区
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域

」
と
す
る
。

」
と
す
る
。

再
選
挙
に
第
百
二
十
五
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
十
条
の
二

（
新
設
）

10
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
同
条
第
二
項
中
「
以
内
（
参

議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
十
以
内
）
」
と
あ
る
の
は
「
以
内
」
と
、
同

条
第
三
項
中
「
五
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
十
）
」
と
あ
る
の
は

「
五
」
と
す
る
。

（
選
挙
の
一
部
無
効
に
関
す
る
通
知
）

（
選
挙
の
一
部
無
効
に
関
す
る
通
知
）

第
百
三
十
二
条
の
十

選
挙
の
一
部
が
無
効
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
選
挙

第
百
三
十
二
条
の
十

選
挙
の
一
部
が
無
効
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
選
挙

に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は

に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会

選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙

区
選
挙
管
理
委
員
会
）
は
、
当
該
争
訟
に
関
す
る
決
定
若
し
く
は
裁
決
の
確
定
し
た

）
は
、
当
該
争
訟
に
関
す
る
決
定
若
し
く
は
裁
決
の
確
定
し
た

後
又
は
法
第
二
百
二
十
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
後
、
直
ち
に

後
又
は
法
第
二
百
二
十
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
後
、
直
ち
に

、
そ
の
旨
を
当
該
選
挙
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
そ
の
旨
を
当
該
選
挙
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
十
四
章

補
則

第
十
四
章

補
則

（
選
挙
に
関
す
る
常
時
啓
発
事
業
の
委
託
）

（
選
挙
に
関
す
る
常
時
啓
発
事
業
の
委
託
）

第
百
三
十
三
条

総
務
大
臣
又
は
中
央
選
挙
管
理
会
は
、
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

第
百
三
十
三
条

総
務
大
臣
又
は
中
央
選
挙
管
理
会
は
、
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
い
て
行
う
べ
き
選
挙
に
関
す
る
啓
発
、
周
知
等
の
事
業
（
以
下
「
選
挙
に
関
す

基
づ
い
て
行
う
べ
き
選
挙
に
関
す
る
啓
発
、
周
知
等
の
事
業
（
以
下
「
選
挙
に
関
す

る
常
時
啓
発
事
業
」
と
い
う
。
）
を
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
、
都
道

る
常
時
啓
発
事
業
」
と
い
う
。
）
を

都
道

府
県
若
し
く
は
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
総
務
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
団
体

府
県
若
し
く
は
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
総
務
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
団
体

に
委
託
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
委
託
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
都
道
府
県
若
し
く
は
市
町
村
の
選
挙

２

都
道
府
県
又
は

市
町
村
の
選
挙

管
理
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
選
挙
に
関
す
る
常
時
啓
発
事
業
の
委
託
を
受

管
理
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
選
挙
に
関
す
る
常
時
啓
発
事
業
の
委
託
を
受

け
た
場
合
に
は

、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委

け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
そ
れ
ぞ
れ
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町

員
会
に
あ
つ
て
は
各
合
同
選
挙
区
都
道
府
県
の
知
事
に
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委

村
長
に

員
会
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知
事
に
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
あ
つ
て
は
市

町
村
長
に
、
そ
れ
ぞ
れ
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
第
四
（
第
百
九
条
関
係
）

別
表
第
四
（
第
百
九
条
関
係
）

選
挙
区
又
は
選
挙

選
挙
事
務
所
の
数

都
道
府
県

選
挙
事
務
所
の
数

が
行
わ
れ
る
区
域

北
海
道

四
箇
所

北
海
道

四
箇
所

岩
手
県

二
箇
所

岩
手
県

二
箇
所

福
島
県

二
箇
所

福
島
県

二
箇
所

茨
城
県

二
箇
所

茨
城
県

二
箇
所

群
馬
県

二
箇
所

群
馬
県

二
箇
所

埼
玉
県

二
箇
所

埼
玉
県

二
箇
所

千
葉
県

二
箇
所

千
葉
県

二
箇
所

東
京
都

三
箇
所

東
京
都

三
箇
所
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神
奈
川
県

二
箇
所

神
奈
川
県

二
箇
所

新
潟
県

三
箇
所

新
潟
県

三
箇
所

長
野
県

三
箇
所

長
野
県

三
箇
所

岐
阜
県

二
箇
所

岐
阜
県

二
箇
所

静
岡
県

二
箇
所

静
岡
県

二
箇
所

愛
知
県

二
箇
所

愛
知
県

二
箇
所

京
都
府

二
箇
所

京
都
府

二
箇
所

大
阪
府

三
箇
所

大
阪
府

三
箇
所

兵
庫
県

三
箇
所

兵
庫
県

三
箇
所

広
島
県

二
箇
所

広
島
県

二
箇
所

愛
媛
県

二
箇
所

愛
媛
県

二
箇
所

福
岡
県

三
箇
所

福
岡
県

三
箇
所

長
崎
県

三
箇
所

長
崎
県

三
箇
所

熊
本
県

二
箇
所

熊
本
県

二
箇
所

鹿
児
島
県

二
箇
所

鹿
児
島
県

二
箇
所

沖
縄
県

三
箇
所

沖
縄
県

三
箇
所



- 37 -

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
百
九
条

地
方
自
治
法
第
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
普
通
地
方
公
共
団
体

第
百
九
条

地
方
自
治
法
第
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
普
通
地
方
公
共
団
体

の
議
会
の
解
散
の
投
票
に
公
職
選
挙
法
中
普
通
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
す
る
規

の
議
会
の
解
散
の
投
票
に
公
職
選
挙
法
中
普
通
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
す
る
規

定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
、
第
五
条
の
二

定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
、
第
五
条
の
二

か
ら
第
五
条
の
十
ま
で
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
、
第
十
一
条
第
三
項
、
第
十
一

か
ら
第
五
条
の
五
ま
で
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
、
第
十
一
条
第
三
項
、
第
十
一

条
の
二
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
三
条
か
ら
第
十
八
条
ま

条
の
二
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
三
条
か
ら
第
十
八
条
ま

で
、
第
二
十
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
、
第
三
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
四

で
、
第
二
十
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
、
第
三
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
四

十
二
条
（
在
外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
六
条
第
二
項
及

十
二
条
（
在
外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
六
条
第
二
項
及

び
第
三
項
、
第
四
十
六
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第

び
第
三
項
、
第
四
十
六
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第

五
号
、
第
八
十
六
条
の
四
並
び
に
第
百
二
十
六
条
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び

五
号
、
第
八
十
六
条
の
四
並
び
に
第
百
二
十
六
条
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び

第
三
項
（
公
職
の
候
補
者
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項

第
三
項
（
公
職
の
候
補
者
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項

（
同
法
第
四
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
九

（
同
法
第
四
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
九

条
第
七
項
及
び
第
八
項
、
第
四
十
九
条
の
二
、
第
五
十
五
条
（
在
外
選
挙
人
名
簿
に

条
第
七
項
及
び
第
八
項
、
第
四
十
九
条
の
二
、
第
五
十
五
条
（
在
外
選
挙
人
名
簿
に

関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
十
六
条
（
在
外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
部
分
に
限

関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
十
六
条
（
在
外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
六
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
二
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第

る
。
）
、
第
六
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
二
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第

四
号
ま
で
、
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
八
項
た
だ
し
書
、
第
六
十
八
条
第
一

四
号
ま
で
、
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
八
項
た
だ
し
書
、
第
六
十
八
条
第
一

項
第
二
号
、
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
た
だ
し
書
、
第
二
項
並
び
に
第
三
項
、

項
第
二
号
、
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
た
だ
し
書
、
第
二
項
並
び
に
第
三
項
、

第
六
十
八
条
の
二
、
第
七
十
五
条
第
二
項
、
第
七
十
七
条
第
二
項
、
第
八
十
一
条
、

第
六
十
八
条
の
二
、
第
七
十
五
条
第
二
項
、
第
七
十
七
条
第
二
項
、
第
八
十
一
条
、

第
八
十
四
条
後
段
、
第
八
十
六
条
か
ら
第
九
十
九
条
の
二
ま
で
、
第
百
条
第
一
項
か

第
八
十
四
条
後
段
、
第
八
十
六
条
か
ら
第
九
十
九
条
の
二
ま
で
、
第
百
条
第
一
項
か

ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
、
第
百
一
条
か
ら
第
百
六
条
ま
で
、

ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
、
第
百
一
条
か
ら
第
百
六
条
ま
で
、

第
百
八
条
、
第
十
一
章
、
第
百
二
十
六
条
、
第
百
二
十
九
条
、
第
百
三
十
条
第
一
項

第
百
八
条
、
第
十
一
章
、
第
百
二
十
六
条
、
第
百
二
十
九
条
、
第
百
三
十
条
第
一
項

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
百
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
百
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び

第
三
項
、
第
百
三
十
六
条
の
二
第
二
項
、
第
百
三
十
九
条
た
だ
し
書
、
第
百
四
十
条

第
三
項
、
第
百
三
十
六
条
の
二
第
二
項
、
第
百
三
十
九
条
た
だ
し
書
、
第
百
四
十
条
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の
二
（
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
自
動
車
又
は
船
舶
の
上
に
お
い
て
す
る
連

の
二
（
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
自
動
車
又
は
船
舶
の
上
に
お
い
て
す
る
連

呼
行
為
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
四
十
一
条
か
ら
第
百
四
十
七
条
の
二
ま

呼
行
為
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
四
十
一
条
か
ら
第
百
四
十
七
条
の
二
ま

で
、
第
百
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
百
四
十
八
条
の
二
か
ら
第
百
五
十
一

で
、
第
百
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
百
四
十
八
条
の
二
か
ら
第
百
五
十
一

条
の
二
ま
で
、
第
百
五
十
一
条
の
五
、
第
百
五
十
二
条
、
第
百
六
十
一
条
か
ら
第
百

条
の
二
ま
で
、
第
百
五
十
一
条
の
五
、
第
百
五
十
二
条
、
第
百
六
十
一
条
か
ら
第
百

六
十
四
条
の
五
ま
で
、
第
百
六
十
四
条
の
七
、
第
百
六
十
五
条
の
二
、
第
百
六
十
七

六
十
四
条
の
五
ま
で
、
第
百
六
十
四
条
の
七
、
第
百
六
十
五
条
の
二
、
第
百
六
十
七

条
か
ら
第
百
七
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
百
七
十
五
条
か
ら
第
百
七
十
七
条
ま
で
、
第

条
か
ら
第
百
七
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
百
七
十
五
条
か
ら
第
百
七
十
七
条
ま
で
、
第

百
七
十
八
条
の
二
、
第
百
七
十
八
条
の
三
、
第
百
七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、

百
七
十
八
条
の
二
、
第
百
七
十
八
条
の
三
、
第
百
七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、

第
百
七
十
九
条
の
二
か
ら
第
百
九
十
七
条
ま
で
、
第
百
九
十
七
条
の
二
第
二
項
か
ら

第
百
七
十
九
条
の
二
か
ら
第
百
九
十
七
条
ま
で
、
第
百
九
十
七
条
の
二
第
二
項
か
ら

第
五
項
ま
で
、
第
百
九
十
九
条
の
五
、
第
十
四
章
の
二
、
第
十
四
章
の
三
、
第
二
百

第
五
項
ま
で
、
第
百
九
十
九
条
の
五
、
第
十
四
章
の
二
、
第
十
四
章
の
三
、
第
二
百

四
条
、
第
二
百
五
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
二
百
八
条
、
第
二
百
九
条
第
二

四
条
、
第
二
百
五
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
二
百
八
条
、
第
二
百
九
条
第
二

項
、
第
二
百
九
条
の
二
か
ら
第
二
百
十
一
条
ま
で
、
第
二
百
十
三
条
（
訴
訟
に
関
す

項
、
第
二
百
九
条
の
二
か
ら
第
二
百
十
一
条
ま
で
、
第
二
百
十
三
条
（
訴
訟
に
関
す

る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二
百
十
六
条
、
第
二
百
十
七
条
、
第
二
百
十
九
条
第
一
項

る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二
百
十
六
条
、
第
二
百
十
七
条
、
第
二
百
十
九
条
第
一
項

（
行
政
事
件
訴
訟
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
第
二
十
五
条
か
ら
第

（
行
政
事
件
訴
訟
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
第
二
十
五
条
か
ら
第

二
十
九
条
ま
で
及
び
第
三
十
一
条
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
、
第
二

二
十
九
条
ま
で
及
び
第
三
十
一
条
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
、
第
二

百
二
十
条
第
二
項
、
第
二
百
二
十
一
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
、
第
二
百
二
十

百
二
十
条
第
二
項
、
第
二
百
二
十
一
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
、
第
二
百
二
十

三
条
の
二
、
第
二
百
二
十
四
条
の
二
、
第
二
百
二
十
四
条
の
三
、
第
二
百
三
十
五
条

三
条
の
二
、
第
二
百
二
十
四
条
の
二
、
第
二
百
二
十
四
条
の
三
、
第
二
百
三
十
五
条

の
二
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
二
百
三
十
五
条
の
三
、
第
二
百
三
十
五
条
の
四
第
二

の
二
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
二
百
三
十
五
条
の
三
、
第
二
百
三
十
五
条
の
四
第
二

号
、
第
二
百
三
十
五
条
の
六
、
第
二
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
百
三

号
、
第
二
百
三
十
五
条
の
六
、
第
二
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
百
三

十
六
条
の
二
、
第
二
百
三
十
八
条
の
二
、
第
二
百
三
十
九
条
第
二
項
、
第
二
百
三
十

十
六
条
の
二
、
第
二
百
三
十
八
条
の
二
、
第
二
百
三
十
九
条
第
二
項
、
第
二
百
三
十

九
条
の
二
第
一
項
、
第
二
百
四
十
条
第
二
項
、
第
二
百
四
十
二
条
第
二
項
、
第
二
百

九
条
の
二
第
一
項
、
第
二
百
四
十
条
第
二
項
、
第
二
百
四
十
二
条
第
二
項
、
第
二
百

四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
二
項
、
第
二
百
四
十
四
条
第
一

四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
二
項
、
第
二
百
四
十
四
条
第
一

項
第
二
号
か
ら
第
五
号
の
二
ま
で
、
第
七
号
及
び
第
八
号
並
び
に
第
二
項
、
第
二
百

項
第
二
号
か
ら
第
五
号
の
二
ま
で
、
第
七
号
及
び
第
八
号
並
び
に
第
二
項
、
第
二
百

四
十
六
条
、
第
二
百
四
十
七
条
、
第
二
百
四
十
九
条
の
二
第
三
項
及
び
第
六
項
、
第

四
十
六
条
、
第
二
百
四
十
七
条
、
第
二
百
四
十
九
条
の
二
第
三
項
及
び
第
六
項
、
第

二
百
四
十
九
条
の
五
、
第
二
百
五
十
一
条
か
ら
第
二
百
五
十
一
条
の
五
ま
で
、
第
二

二
百
四
十
九
条
の
五
、
第
二
百
五
十
一
条
か
ら
第
二
百
五
十
一
条
の
五
ま
で
、
第
二

百
五
十
二
条
の
二
、
第
二
百
五
十
二
条
の
三
、
第
二
百
五
十
四
条
の
二
、
第
二
百
五

百
五
十
二
条
の
二
、
第
二
百
五
十
二
条
の
三
、
第
二
百
五
十
四
条
の
二
、
第
二
百
五

十
五
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
二
百
五
十
五
条
の
二
か
ら
第
二
百
六
十
二
条
ま
で

十
五
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
二
百
五
十
五
条
の
二
か
ら
第
二
百
六
十
二
条
ま
で
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、
第
二
百
六
十
三
条
、
第
二
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
（
公
職
選
挙
法
第
二
百
六

、
第
二
百
六
十
三
条
、
第
二
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
（
公
職
選
挙
法
第
二
百
六

十
三
条
第
五
号
の
三
、
第
六
号
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
費
用
に
関
す
る

十
三
条
第
五
号
の
三
、
第
六
号
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
費
用
に
関
す
る

部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
二
百
六
十
六
条
か
ら
第
二
百
六
十
八

部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
二
百
六
十
六
条
か
ら
第
二
百
六
十
八

条
ま
で
、
第
二
百
六
十
九
条
の
二
、
第
二
百
七
十
条
第
一
項
（
在
外
選
挙
人
名
簿
及

条
ま
で
、
第
二
百
六
十
九
条
の
二
、
第
二
百
七
十
条
第
一
項
（
在
外
選
挙
人
名
簿
及

び
在
外
投
票
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
第
二
項
（
同
法
第
四
十
九
条
第
一

び
在
外
投
票
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
第
二
項
（
同
法
第
四
十
九
条
第
一

項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二
百
七
十
条

項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二
百
七
十
条

の
二
（
同
法
第
四
十
九
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
関
す
る
部
分

の
二
（
同
法
第
四
十
九
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
関
す
る
部
分

に
限
る
。
）
並
び
に
第
二
百
七
十
一
条
か
ら
第
二
百
七
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
、
普

に
限
る
。
）
並
び
に
第
二
百
七
十
一
条
か
ら
第
二
百
七
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
、
普

通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
解
散
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
準
用
し
な
い
。

通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
解
散
の
投
票
に
は

、
準
用
し
な
い
。

第
百
八
十
七
条

地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
二

第
百
八
十
七
条

地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
二

百
六
十
一
条
第
三
項
の
賛
否
の
投
票
に
公
職
選
挙
法
中
普
通
地
方
公
共
団
体
の
選
挙

百
六
十
一
条
第
三
項
の
賛
否
の
投
票
に
公
職
選
挙
法
中
普
通
地
方
公
共
団
体
の
選
挙

に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
、

に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
、

第
五
条
の
二
か
ら
第
五
条
の
十
ま
で
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
、
第
十
一
条
第
三

第
五
条
の
二
か
ら
第
五
条
の
五
ま
で
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
、
第
十
一
条
第
三

項
、
第
十
一
条
の
二
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
三
条
か
ら

項
、
第
十
一
条
の
二
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
三
条
か
ら

第
十
六
条
ま
で
、
第
二
十
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
、
第
三
十
七
条
第
三
項
及
び
第

第
十
六
条
ま
で
、
第
二
十
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
、
第
三
十
七
条
第
三
項
及
び
第

四
項
、
第
三
十
八
条
第
三
項
、
第
四
十
二
条
（
在
外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
部
分
に

四
項
、
第
三
十
八
条
第
三
項
、
第
四
十
二
条
（
在
外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
部
分
に

限
る
。
）
、
第
四
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
六
条
の
二
第
二
項
（
同
法

限
る
。
）
、
第
四
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
六
条
の
二
第
二
項
（
同
法

第
六
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
五
号
、
第
八
十
六
条
の
四
並
び
に
第
百
二
十
六

第
六
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
五
号
、
第
八
十
六
条
の
四
並
び
に
第
百
二
十
六

条
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
項
（
公
職
の
候
補
者
に
関
す
る
部
分
に
限

条
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
項
（
公
職
の
候
補
者
に
関
す
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
四
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
関

る
。
）
、
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
四
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
関

す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
九
条
第
七
項
及
び
第
八
項
、
第
四
十
九
条
の
二
、

す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
九
条
第
七
項
及
び
第
八
項
、
第
四
十
九
条
の
二
、

第
五
十
五
条
（
在
外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
十
六
条
（
在

第
五
十
五
条
（
在
外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
十
六
条
（
在

外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、

外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、

第
六
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
八
項
た
だ
し
書
及
び
第
九
項
、
第
六
十

第
六
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
八
項
た
だ
し
書
及
び
第
九
項
、
第
六
十

八
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
た
だ
し
書
、
第
二
項
並
び
に

八
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
た
だ
し
書
、
第
二
項
並
び
に
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第
三
項
、
第
六
十
八
条
の
二
、
第
七
十
五
条
第
二
項
、
第
七
十
六
条
（
同
法
第
六
十

第
三
項
、
第
六
十
八
条
の
二
、
第
七
十
五
条
第
二
項
、
第
七
十
六
条
（
同
法
第
六
十

二
条
第
八
項
本
文
及
び
第
十
項
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
七
十
七
条
第
二
項

二
条
第
八
項
本
文
及
び
第
十
項
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
七
十
七
条
第
二
項

、
第
八
十
一
条
、
第
八
十
四
条
後
段
、
第
九
章
、
第
九
十
五
条
か
ら
第
百
六
条
ま
で

、
第
八
十
一
条
、
第
八
十
四
条
後
段
、
第
九
章
、
第
九
十
五
条
か
ら
第
百
六
条
ま
で

、
第
百
八
条
、
第
十
一
章
、
第
百
二
十
六
条
、
第
百
二
十
七
条
、
第
百
二
十
九
条
か

、
第
百
八
条
、
第
十
一
章
、
第
百
二
十
六
条
、
第
百
二
十
七
条
、
第
百
二
十
九
条
か

ら
第
百
三
十
四
条
ま
で
、
第
百
三
十
六
条
の
二
第
二
項
、
第
百
三
十
七
条
の
三
、
第

ら
第
百
三
十
四
条
ま
で
、
第
百
三
十
六
条
の
二
第
二
項
、
第
百
三
十
七
条
の
三
、
第

百
三
十
九
条
た
だ
し
書
、
第
百
四
十
条
の
二
（
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
自

百
三
十
九
条
た
だ
し
書
、
第
百
四
十
条
の
二
（
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
自

動
車
又
は
船
舶
の
上
に
お
い
て
す
る
連
呼
行
為
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百

動
車
又
は
船
舶
の
上
に
お
い
て
す
る
連
呼
行
為
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百

四
十
一
条
か
ら
第
百
四
十
七
条
の
二
ま
で
、
第
百
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、

四
十
一
条
か
ら
第
百
四
十
七
条
の
二
ま
で
、
第
百
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、

第
百
四
十
八
条
の
二
か
ら
第
百
五
十
一
条
の
二
ま
で
、
第
百
五
十
一
条
の
五
、
第
百

第
百
四
十
八
条
の
二
か
ら
第
百
五
十
一
条
の
二
ま
で
、
第
百
五
十
一
条
の
五
、
第
百

五
十
二
条
、
第
百
六
十
一
条
か
ら
第
百
六
十
四
条
の
五
ま
で
、
第
百
六
十
四
条
の
七

五
十
二
条
、
第
百
六
十
一
条
か
ら
第
百
六
十
四
条
の
五
ま
で
、
第
百
六
十
四
条
の
七

、
第
百
六
十
五
条
の
二
、
第
百
六
十
七
条
か
ら
第
百
七
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
百
七

、
第
百
六
十
五
条
の
二
、
第
百
六
十
七
条
か
ら
第
百
七
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
百
七

十
五
条
か
ら
第
百
七
十
八
条
の
三
ま
で
、
第
百
七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第

十
五
条
か
ら
第
百
七
十
八
条
の
三
ま
で
、
第
百
七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第

百
七
十
九
条
の
二
か
ら
第
百
九
十
七
条
ま
で
、
第
百
九
十
七
条
の
二
第
二
項
か
ら
第

百
七
十
九
条
の
二
か
ら
第
百
九
十
七
条
ま
で
、
第
百
九
十
七
条
の
二
第
二
項
か
ら
第

五
項
ま
で
、
第
百
九
十
九
条
の
二
か
ら
第
百
九
十
九
条
の
五
ま
で
、
第
十
四
章
の
二

五
項
ま
で
、
第
百
九
十
九
条
の
二
か
ら
第
百
九
十
九
条
の
五
ま
で
、
第
十
四
章
の
二

、
第
十
四
章
の
三
、
第
二
百
四
条
、
第
二
百
五
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
二

、
第
十
四
章
の
三
、
第
二
百
四
条
、
第
二
百
五
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
二

百
八
条
、
第
二
百
九
条
第
二
項
、
第
二
百
九
条
の
二
か
ら
第
二
百
十
一
条
ま
で
、
第

百
八
条
、
第
二
百
九
条
第
二
項
、
第
二
百
九
条
の
二
か
ら
第
二
百
十
一
条
ま
で
、
第

二
百
十
六
条
、
第
二
百
十
七
条
、
第
二
百
十
九
条
第
一
項
（
行
政
事
件
訴
訟
法
第
二

二
百
十
六
条
、
第
二
百
十
七
条
、
第
二
百
十
九
条
第
一
項
（
行
政
事
件
訴
訟
法
第
二

十
五
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
及
び
第
三
十
一
条
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び

十
五
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
及
び
第
三
十
一
条
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び

第
二
項
、
第
二
百
二
十
条
第
二
項
、
第
二
百
二
十
一
条
第
三
項
、
第
二
百
二
十
二
条

第
二
項
、
第
二
百
二
十
条
第
二
項
、
第
二
百
二
十
一
条
第
三
項
、
第
二
百
二
十
二
条

か
ら
第
二
百
二
十
三
条
の
二
ま
で
、
第
二
百
二
十
四
条
の
二
、
第
二
百
二
十
四
条
の

か
ら
第
二
百
二
十
三
条
の
二
ま
で
、
第
二
百
二
十
四
条
の
二
、
第
二
百
二
十
四
条
の

三
、
第
二
百
三
十
五
条
、
第
二
百
三
十
五
条
の
二
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
二
百
三

三
、
第
二
百
三
十
五
条
、
第
二
百
三
十
五
条
の
二
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
二
百
三

十
五
条
の
三
、
第
二
百
三
十
五
条
の
四
第
二
号
、
第
二
百
三
十
五
条
の
六
、
第
二
百

十
五
条
の
三
、
第
二
百
三
十
五
条
の
四
第
二
号
、
第
二
百
三
十
五
条
の
六
、
第
二
百

三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
百
三
十
六
条
の
二
、
第
二
百
三
十
八
条
の
二

三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
百
三
十
六
条
の
二
、
第
二
百
三
十
八
条
の
二

、
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
、
第
二
百
三
十
九
条
の
二
第
一
項

、
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
、
第
二
百
三
十
九
条
の
二
第
一
項

、
第
二
百
四
十
条
、
第
二
百
四
十
一
条
第
一
号
、
第
二
百
四
十
二
条
、
第
二
百
四
十

、
第
二
百
四
十
条
、
第
二
百
四
十
一
条
第
一
号
、
第
二
百
四
十
二
条
、
第
二
百
四
十

三
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
二
項
、
第
二
百
四
十
四
条
第
一
項
第

三
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
二
項
、
第
二
百
四
十
四
条
第
一
項
第
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二
号
か
ら
第
五
号
の
二
ま
で
、
第
七
号
及
び
第
八
号
並
び
に
第
二
項
、
第
二
百
四
十

二
号
か
ら
第
五
号
の
二
ま
で
、
第
七
号
及
び
第
八
号
並
び
に
第
二
項
、
第
二
百
四
十

五
条
か
ら
第
二
百
四
十
七
条
ま
で
、
第
二
百
四
十
九
条
の
二
か
ら
第
二
百
四
十
九
条

五
条
か
ら
第
二
百
四
十
七
条
ま
で
、
第
二
百
四
十
九
条
の
二
か
ら
第
二
百
四
十
九
条

の
五
ま
で
、
第
二
百
五
十
一
条
か
ら
第
二
百
五
十
二
条
の
三
ま
で
、
第
二
百
五
十
三

の
五
ま
で
、
第
二
百
五
十
一
条
か
ら
第
二
百
五
十
二
条
の
三
ま
で
、
第
二
百
五
十
三

条
の
二
か
ら
第
二
百
五
十
四
条
の
二
ま
で
、
第
二
百
五
十
五
条
第
四
項
及
び
第
五
項

条
の
二
か
ら
第
二
百
五
十
四
条
の
二
ま
で
、
第
二
百
五
十
五
条
第
四
項
及
び
第
五
項

、
第
二
百
五
十
五
条
の
二
か
ら
第
二
百
六
十
二
条
ま
で
、
第
二
百
六
十
三
条
、
第
二

、
第
二
百
五
十
五
条
の
二
か
ら
第
二
百
六
十
二
条
ま
で
、
第
二
百
六
十
三
条
、
第
二

百
六
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
二
百
六
十
六
条
か
ら
第
二
百
六
十
八
条

百
六
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
二
百
六
十
六
条
か
ら
第
二
百
六
十
八
条

ま
で
、
第
二
百
六
十
九
条
の
二
、
第
二
百
七
十
条
第
一
項
（
在
外
選
挙
人
名
簿
及
び

ま
で
、
第
二
百
六
十
九
条
の
二
、
第
二
百
七
十
条
第
一
項
（
在
外
選
挙
人
名
簿
及
び

在
外
投
票
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
第
二
項
（
公
職
選
挙
法
第
四
十
九
条

在
外
投
票
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
第
二
項
（
公
職
選
挙
法
第
四
十
九
条

第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二
百
七

第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二
百
七

十
条
の
二
（
同
法
第
四
十
九
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
関
す
る

十
条
の
二
（
同
法
第
四
十
九
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
関
す
る

部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二
百
七
十
一
条
か
ら
第
二
百
七
十
二
条
ま
で
の
規
定
は

部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二
百
七
十
一
条
か
ら
第
二
百
七
十
二
条
ま
で
の
規
定
は

、
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
一
条
第
三
項
の
賛
否
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
準
用
し
な

、
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
一
条
第
三
項
の
賛
否
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
準
用
し
な

い
。

い
。

第
二
百
十
三
条
の
七

地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、

第
二
百
十
三
条
の
七

地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、

広
域
連
合
の
議
会
の
解
散
の
投
票
に
公
職
選
挙
法
中
普
通
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に

広
域
連
合
の
議
会
の
解
散
の
投
票
に
公
職
選
挙
法
中
普
通
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に

関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
、
第

関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
、
第

五
条
の
二
か
ら
第
五
条
の
十
ま
で
、
第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
一
条
第
三
項
、
第
十

五
条
の
二
か
ら
第
五
条
の
五
ま
で
、
第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
一
条
第
三
項
、
第
十

一
条
の
二
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
三
条
か
ら
第
十
八
条

一
条
の
二
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
三
条
か
ら
第
十
八
条

ま
で
、
第
二
十
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
、
第
三
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第

ま
で
、
第
二
十
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
、
第
三
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第

四
十
二
条
（
在
外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
六
条
第
二
項

四
十
二
条
（
在
外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
六
条
第
二
項

及
び
第
三
項
、
第
四
十
六
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び

及
び
第
三
項
、
第
四
十
六
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び

第
五
号
、
第
八
十
六
条
の
四
並
び
に
第
百
二
十
六
条
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及

第
五
号
、
第
八
十
六
条
の
四
並
び
に
第
百
二
十
六
条
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及

び
第
三
項
（
公
職
の
候
補
者
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
八
条
の
二
第
二

び
第
三
項
（
公
職
の
候
補
者
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
八
条
の
二
第
二

項
（
同
法
第
四
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十

項
（
同
法
第
四
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十

九
条
第
七
項
及
び
第
八
項
、
第
四
十
九
条
の
二
、
第
五
十
五
条
（
在
外
選
挙
人
名
簿

九
条
第
七
項
及
び
第
八
項
、
第
四
十
九
条
の
二
、
第
五
十
五
条
（
在
外
選
挙
人
名
簿
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に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
十
六
条
（
在
外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
部
分
に

に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
十
六
条
（
在
外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
部
分
に

限
る
。
）
、
第
六
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
二
条
第
二
項
第
二
号
か
ら

限
る
。
）
、
第
六
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
二
条
第
二
項
第
二
号
か
ら

第
四
号
ま
で
、
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
八
項
た
だ
し
書
、
第
六
十
八
条
第

第
四
号
ま
で
、
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
八
項
た
だ
し
書
、
第
六
十
八
条
第

一
項
第
二
号
、
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
た
だ
し
書
、
第
二
項
並
び
に
第
三
項

一
項
第
二
号
、
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
た
だ
し
書
、
第
二
項
並
び
に
第
三
項

、
第
六
十
八
条
の
二
、
第
七
十
五
条
第
二
項
、
第
七
十
七
条
第
二
項
、
第
八
十
一
条

、
第
六
十
八
条
の
二
、
第
七
十
五
条
第
二
項
、
第
七
十
七
条
第
二
項
、
第
八
十
一
条

、
第
八
十
四
条
後
段
、
第
八
十
六
条
か
ら
第
九
十
九
条
の
二
ま
で
、
第
百
条
第
一
項

、
第
八
十
四
条
後
段
、
第
八
十
六
条
か
ら
第
九
十
九
条
の
二
ま
で
、
第
百
条
第
一
項

か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
、
第
百
一
条
か
ら
第
百
六
条
ま
で

か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
、
第
百
一
条
か
ら
第
百
六
条
ま
で

、
第
百
八
条
、
第
十
一
章
、
第
十
二
章
、
第
百
二
十
九
条
、
第
百
三
十
条
第
一
項
第

、
第
百
八
条
、
第
十
一
章
、
第
十
二
章
、
第
百
二
十
九
条
、
第
百
三
十
条
第
一
項
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
百
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
百
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第

五
号
並
び
に
第
三
項
、
第
百
三
十
六
条
の
二
第
二
項
、
第
百
三
十
九
条
た
だ
し
書
、

五
号
並
び
に
第
三
項
、
第
百
三
十
六
条
の
二
第
二
項
、
第
百
三
十
九
条
た
だ
し
書
、

第
百
四
十
条
の
二
（
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
自
動
車
又
は
船
舶
の
上
に
お

第
百
四
十
条
の
二
（
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
自
動
車
又
は
船
舶
の
上
に
お

い
て
す
る
連
呼
行
為
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
四
十
一
条
か
ら
第
百
四
十

い
て
す
る
連
呼
行
為
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
四
十
一
条
か
ら
第
百
四
十

七
条
の
二
ま
で
、
第
百
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
百
四
十
八
条
の
二
か
ら

七
条
の
二
ま
で
、
第
百
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
百
四
十
八
条
の
二
か
ら

第
百
五
十
一
条
の
二
ま
で
、
第
百
五
十
一
条
の
五
、
第
百
五
十
二
条
、
第
百
六
十
一

第
百
五
十
一
条
の
二
ま
で
、
第
百
五
十
一
条
の
五
、
第
百
五
十
二
条
、
第
百
六
十
一

条
か
ら
第
百
六
十
四
条
の
五
ま
で
、
第
百
六
十
四
条
の
七
、
第
百
六
十
五
条
の
二
、

条
か
ら
第
百
六
十
四
条
の
五
ま
で
、
第
百
六
十
四
条
の
七
、
第
百
六
十
五
条
の
二
、

第
百
六
十
七
条
か
ら
第
百
七
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
百
七
十
五
条
か
ら
第
百
七
十
七

第
百
六
十
七
条
か
ら
第
百
七
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
百
七
十
五
条
か
ら
第
百
七
十
七

条
ま
で
、
第
百
七
十
八
条
の
二
、
第
百
七
十
八
条
の
三
、
第
百
七
十
九
条
第
一
項
及

条
ま
で
、
第
百
七
十
八
条
の
二
、
第
百
七
十
八
条
の
三
、
第
百
七
十
九
条
第
一
項
及

び
第
三
項
、
第
百
七
十
九
条
の
二
か
ら
第
百
九
十
七
条
ま
で
、
第
百
九
十
七
条
の
二

び
第
三
項
、
第
百
七
十
九
条
の
二
か
ら
第
百
九
十
七
条
ま
で
、
第
百
九
十
七
条
の
二

第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
百
九
十
九
条
の
五
、
第
十
四
章
の
二
、
第
十
四
章
の

第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
百
九
十
九
条
の
五
、
第
十
四
章
の
二
、
第
十
四
章
の

三
、
第
二
百
二
条
第
二
項
、
第
二
百
四
条
、
第
二
百
五
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で

三
、
第
二
百
二
条
第
二
項
、
第
二
百
四
条
、
第
二
百
五
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で

、
第
二
百
六
条
第
二
項
、
第
二
百
八
条
、
第
二
百
九
条
第
二
項
、
第
二
百
九
条
の
二

、
第
二
百
六
条
第
二
項
、
第
二
百
八
条
、
第
二
百
九
条
第
二
項
、
第
二
百
九
条
の
二

か
ら
第
二
百
十
一
条
ま
で
、
第
二
百
十
三
条
（
訴
訟
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、

か
ら
第
二
百
十
一
条
ま
で
、
第
二
百
十
三
条
（
訴
訟
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、

第
二
百
十
六
条
、
第
二
百
十
七
条
、
第
二
百
十
九
条
第
一
項
（
行
政
事
件
訴
訟
法
第

第
二
百
十
六
条
、
第
二
百
十
七
条
、
第
二
百
十
九
条
第
一
項
（
行
政
事
件
訴
訟
法
第

二
十
五
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
及
び
第
三
十
一
条
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及

二
十
五
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
及
び
第
三
十
一
条
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及

び
第
二
項
、
第
二
百
二
十
条
第
二
項
、
第
二
百
二
十
一
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四

び
第
二
項
、
第
二
百
二
十
条
第
二
項
、
第
二
百
二
十
一
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四

号
、
第
二
百
二
十
三
条
の
二
、
第
二
百
二
十
四
条
の
二
、
第
二
百
二
十
四
条
の
三
、

号
、
第
二
百
二
十
三
条
の
二
、
第
二
百
二
十
四
条
の
二
、
第
二
百
二
十
四
条
の
三
、
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第
二
百
三
十
五
条
の
二
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
二
百
三
十
五
条
の
三
、
第
二
百
三

第
二
百
三
十
五
条
の
二
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
二
百
三
十
五
条
の
三
、
第
二
百
三

十
五
条
の
四
第
二
号
、
第
二
百
三
十
五
条
の
六
、
第
二
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第

十
五
条
の
四
第
二
号
、
第
二
百
三
十
五
条
の
六
、
第
二
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第

二
項
、
第
二
百
三
十
六
条
の
二
、
第
二
百
三
十
八
条
の
二
、
第
二
百
三
十
九
条
第
二

二
項
、
第
二
百
三
十
六
条
の
二
、
第
二
百
三
十
八
条
の
二
、
第
二
百
三
十
九
条
第
二

項
、
第
二
百
三
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
二
百
四
十
条
第
二
項
、
第
二
百
四
十
二
条

項
、
第
二
百
三
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
二
百
四
十
条
第
二
項
、
第
二
百
四
十
二
条

第
二
項
、
第
二
百
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
二
項
、
第
二

第
二
項
、
第
二
百
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
二
項
、
第
二

百
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
の
二
ま
で
、
第
七
号
及
び
第
八
号
並
び
に

百
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
の
二
ま
で
、
第
七
号
及
び
第
八
号
並
び
に

第
二
項
、
第
二
百
四
十
六
条
、
第
二
百
四
十
七
条
、
第
二
百
四
十
九
条
の
二
第
三
項

第
二
項
、
第
二
百
四
十
六
条
、
第
二
百
四
十
七
条
、
第
二
百
四
十
九
条
の
二
第
三
項

及
び
第
六
項
、
第
二
百
四
十
九
条
の
五
、
第
二
百
五
十
一
条
か
ら
第
二
百
五
十
一
条

及
び
第
六
項
、
第
二
百
四
十
九
条
の
五
、
第
二
百
五
十
一
条
か
ら
第
二
百
五
十
一
条

の
五
ま
で
、
第
二
百
五
十
二
条
の
二
、
第
二
百
五
十
二
条
の
三
、
第
二
百
五
十
四
条

の
五
ま
で
、
第
二
百
五
十
二
条
の
二
、
第
二
百
五
十
二
条
の
三
、
第
二
百
五
十
四
条

の
二
、
第
二
百
五
十
五
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
二
百
五
十
五
条
の
二
か
ら
第
二

の
二
、
第
二
百
五
十
五
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
二
百
五
十
五
条
の
二
か
ら
第
二

百
六
十
二
条
ま
で
、
第
二
百
六
十
三
条
、
第
二
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
（
公
職

百
六
十
二
条
ま
で
、
第
二
百
六
十
三
条
、
第
二
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
（
公
職

選
挙
法
第
二
百
六
十
三
条
第
五
号
の
三
、
第
六
号
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ

選
挙
法
第
二
百
六
十
三
条
第
五
号
の
三
、
第
六
号
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ

る
費
用
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
二
百
六
十

る
費
用
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
二
百
六
十

六
条
か
ら
第
二
百
六
十
八
条
ま
で
、
第
二
百
六
十
九
条
の
二
、
第
二
百
七
十
条
第
一

六
条
か
ら
第
二
百
六
十
八
条
ま
で
、
第
二
百
六
十
九
条
の
二
、
第
二
百
七
十
条
第
一

項
（
在
外
選
挙
人
名
簿
及
び
在
外
投
票
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
第
二
項

項
（
在
外
選
挙
人
名
簿
及
び
在
外
投
票
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
第
二
項

（
同
法
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
関
す
る
部
分
を
除

（
同
法
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
関
す
る
部
分
を
除

く
。
）
、
第
二
百
七
十
条
の
二
（
同
法
第
四
十
九
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に

く
。
）
、
第
二
百
七
十
条
の
二
（
同
法
第
四
十
九
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に

よ
る
投
票
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二
百
七
十
一
条
か
ら
第
二
百
七
十

よ
る
投
票
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二
百
七
十
一
条
か
ら
第
二
百
七
十

二
条
ま
で
の
規
定
並
び
に
都
道
府
県
の
加
入
し
な
い
広
域
連
合
に
あ
つ
て
は
同
法
第

二
条
ま
で
の
規
定
並
び
に
都
道
府
県
の
加
入
し
な
い
広
域
連
合
に
あ
つ
て
は
同
法
第

四
十
四
条
第
三
項
の
規
定
は
、
広
域
連
合
の
議
会
の
解
散
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
準

四
十
四
条
第
三
項
の
規
定
は
、
広
域
連
合
の
議
会
の
解
散
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
準

用
し
な
い
。

用
し
な
い
。
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漁
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
十
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
準
用
）

（
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
準
用
）

第
九
条

公
職
選
挙
法
施
行
令
第
四
章
（
投
票
）
（
第
二
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四

第
九
条

公
職
選
挙
法
施
行
令
第
四
章
（
投
票
）
（
第
二
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四

項
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十
四
条
の
二
、
第
三
十
五
条
第
三
項
、
第

項
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十
四
条
の
二
、
第
三
十
五
条
第
三
項
、
第

三
十
八
条
、
第
四
十
四
条
の
二
、
第
四
十
七
条
並
び
に
第
四
十
八
条
第
三
項
及
び

三
十
八
条
、
第
四
十
四
条
の
二
、
第
四
十
七
条
並
び
に
第
四
十
八
条
第
三
項
及
び

第
四
項
の
規
定
を
除
く
。
）
、
第
四
章
の
三
（
期
日
前
投
票
）
、
第
五
章
（
不
在

第
四
項
の
規
定
を
除
く
。
）
、
第
四
章
の
三
（
期
日
前
投
票
）
、
第
五
章
（
不
在

者
投
票
）
（
第
五
十
条
第
五
項
及
び
第
七
項
、
第
五
十
五
条
第
五
項
か
ら
第
七
項

者
投
票
）
（
第
五
十
条
第
五
項
及
び
第
七
項
、
第
五
十
五
条
第
五
項
か
ら
第
七
項

ま
で
、
第
五
十
九
条
、
第
五
十
九
条
の
四
第
三
項
、
第
五
十
九
条
の
五
の
三
か
ら

ま
で
、
第
五
十
九
条
、
第
五
十
九
条
の
四
第
三
項
、
第
五
十
九
条
の
五
の
三
か
ら

第
五
十
九
条
の
八
ま
で
並
び
に
第
六
十
一
条
第
四
項
の
規
定
を
除
く
。
）
、
第
六

第
五
十
九
条
の
八
ま
で
並
び
に
第
六
十
一
条
第
四
項
の
規
定
を
除
く
。
）
、
第
六

章
（
開
票
）
（
第
六
十
七
条
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
七
十
条
、
第
七
十
条
の
二

章
（
開
票
）
（
第
六
十
七
条
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
七
十
条
、
第
七
十
条
の
二

第
二
項
、
第
七
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
七
十
九
条
の
規
定
を
除
く

第
二
項
、
第
七
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
七
十
九
条
の
規
定
を
除
く

。
）
、
第
七
章
（
選
挙
会
及
び
選
挙
分
会
）
（
第
八
十
三
条
、
第
八
十
六
条
第
二

。
）
、
第
七
章
（
選
挙
会
及
び
選
挙
分
会
）
（
第
八
十
三
条
、
第
八
十
六
条
第
二

項
並
び
に
第
八
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
除
く
。
）
、
第
八
十
九
条

項
並
び
に
第
八
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
除
く
。
）
、
第
八
十
九
条

第
七
項
（
立
候
補
の
辞
退
届
）
、
第
九
十
一
条
（
候
補
者
の
届
出
が
取
り
下
げ
ら

第
七
項
（
立
候
補
の
辞
退
届
）
、
第
九
十
一
条
（
候
補
者
の
届
出
が
取
り
下
げ
ら

れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
等
の
届
出
義
務
）
、
第
九
十
二
条
（
公
職
の
候
補
者

れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
等
の
届
出
義
務
）
、
第
九
十
二
条
（
公
職
の
候
補
者

等
に
関
す
る
通
知
）
第
十
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
か

等
に
関
す
る
通
知
）
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項

ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
八
条
（
選
挙
事
務
所
設
置
の
届
出
の
方
法
）
、
第
十
三
章

か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
八
条
（
選
挙
事
務
所
設
置
の
届
出
の
方
法
）
、
第
十
三

（
市
町
村
の
境
界
の
変
更
が
あ
つ
た
場
合
等
の
選
挙
の
執
行
の
特
例
）
、
第
百
三

章
（
市
町
村
の
境
界
の
変
更
が
あ
つ
た
場
合
等
の
選
挙
の
執
行
の
特
例
）
、
第
百

十
二
条
の
十
（
選
挙
の
一
部
無
効
に
関
す
る
通
知
）
、
第
百
四
十
二
条
の
二
（
不

三
十
二
条
の
十
（
選
挙
の
一
部
無
効
に
関
す
る
通
知
）
、
第
百
四
十
二
条
の
二
（

在
者
投
票
の
時
間
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
行
為
）
、
第
百
四
十
二
条
の
三
（
不
在

不
在
者
投
票
の
時
間
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
行
為
）
、
第
百
四
十
二
条
の
三
（
不

者
投
票
の
時
間
の
特
例
を
定
め
た
場
合
の
告
示
）
並
び
に
第
百
四
十
五
条
（
選
挙

在
者
投
票
の
時
間
の
特
例
を
定
め
た
場
合
の
告
示
）
並
び
に
第
百
四
十
五
条
（
選

人
名
簿
等
の
様
式
）
の
規
定
は
、
衆
議
院
議
員
、
参
議
院
議
員
、
地
方
公
共
団
体

挙
人
名
簿
等
の
様
式
）
の
規
定
は
、
衆
議
院
議
員
、
参
議
院
議
員
、
地
方
公
共
団

の
長
及
び
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
関
す
る
部
分
を
除
き
、
海
区
漁
業
調

体
の
長
及
び
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
関
す
る
部
分
を
除
き
、
海
区
漁
業
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整
委
員
会
の
委
員
の
選
挙
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄

調
整
委
員
会
の
委
員
の
選
挙
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上

に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
の
中
で
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下

欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
の
中
で
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

欄
の
よ
う
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

下
欄
の
よ
う
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

当
該
候
補
者
の
氏
名
（
第
八
十

九
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
八
十
八
条
第
八
項
の
規
定

に
よ
る
認
定
を
し
た
と
き
は
、

そ
の
認
定
を
し
た
通
称
を
含
む

。
）
、
本
籍
、
住
所
、
生
年
月

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

日
及
び
職
業
並
び
に
候
補
者
届

の
委
員
の
候
補
者
の
氏

出
政
党
の
届
出
に
係
る
候
補
者

名
（
漁
業
法
施
行
令
第

に
あ
つ
て
は
当
該
候
補
者
届
出

八
条
第
五
項
の
認
定
を

政
党
の
名
称
、
候
補
者
届
出
政

し
た
場
合
に
お
い
て
は

党
の
届
出
に
係
る
候
補
者
以
外

、
そ
の
候
補
者
の
通
称

第
九
十
二
条
第
十

（
略
）

（
略
）

第
九
十
二
条
第
九

の
候
補
者
に
あ
つ
て
は
当
該
候

を
含
む
。
）
及
び
生
年

項
に
お
い
て

項
の
規
定
に
よ
り

補
者
の
所
属
す
る
政
党
そ
の
他

月
日
（
法
人
に
あ
つ
て

読
み
替
え
て
準
用

読
み
替
え
て
準
用

の
政
治
団
体
（
法
第
八
十
六
条

は
名
称
）
、
住
所
（
当

す
る
同
条
第
一
項

す
る
同
条
第
一
項

の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
地
区
内
に
住
所
が
な

該
候
補
者
が
所
属
す
る
旨
の
記

い
場
合
に
は
事
業
場
の

載
が
あ
つ
た
政
党
そ
の
他
の
政

所
在
地
）
並
び
に
そ
の

治
団
体
を
い
う
。
）
の
名
称
（

属
す
る
政
党
そ
の
他
の

第
八
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に

政
治
団
体
の
名
称

よ
る
略
称
の
記
載
が
あ
る
場
合
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に
お
い
て
は
、
当
該
略
称
を
含

む
。
）

（
略
）

（
略
）

第
八
十
九
条
第
六
項

漁
業
法
施
行
令
第
八
条

第
八
項

第
九
十
二
条
第
十

第
九
十
二
条
第
九

住
所
地
（
当
該
地
区
内

項
に
お
い
て

（
略
）

（
略
）

項
の
規
定
に
よ
り

住
所
地

に
住
所
が
な
い
場
合
に

読
み
替
え
て
準
用

読
み
替
え
て
準
用

は
事
業
場
の
所
在
地
）

す
る
同
条
第
一
項

す
る
同
条
第
一
項

及
び
第
三
項

及
び
第
三
項

（
略
）

（
略
）

死
亡
し
た

死
亡
し
た
（
法
人
に
あ

つ
て
は
解
散
し
た
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
五
十
五
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
公
職
選
挙
法
の
規
定
の
う
ち
準
用
し
な
い
も
の
）

（
公
職
選
挙
法
の
規
定
の
う
ち
準
用
し
な
い
も
の
）

第
十
九
条

法
第
五
条
第
三
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
条
第
十
四
項
の
規
定
に

第
十
九
条

法
第
五
条
第
三
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
条
第
十
四
項
の
規
定
に

よ
る
投
票
に
つ
い
て
公
職
選
挙
法
中
普
通
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
す
る
規
定

よ
る
投
票
に
つ
い
て
公
職
選
挙
法
中
普
通
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
す
る
規
定

を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
、
第
五
条
の
二

を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
、
第
五
条
の
二

か
ら
第
五
条
の
十
ま
で
、
第
二
章
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、

か
ら
第
五
条
の
五
ま
で
、
第
二
章
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、

第
十
三
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
、
第
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
十
九
条
第
一

第
十
三
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
、
第
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
十
九
条
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
、
第
二
十
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
四
章
の

項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
、
第
二
十
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
四
章
の

二
、
第
五
章
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
た
だ
し
書
、
第
三
十
七
条
第
三
項
及

二
、
第
五
章
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
た
だ
し
書
、
第
三
十
七
条
第
三
項
及

び
第
四
項
、
第
四
十
条
第
二
項
（
市
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
以
外
の

び
第
四
項
、
第
四
十
条
第
二
項
（
市
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
以
外
の

選
挙
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
四
条
第
三
項
、
第
四
十
六
条
第
二
項

選
挙
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
四
条
第
三
項
、
第
四
十
六
条
第
二
項

及
び
第
三
項
、
第
四
十
六
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及

及
び
第
三
項
、
第
四
十
六
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及

び
第
五
号
、
第
八
十
六
条
の
四
並
び
に
第
百
二
十
六
条
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。

び
第
五
号
、
第
八
十
六
条
の
四
並
び
に
第
百
二
十
六
条
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。

）
及
び
第
三
項
（
公
職
の
候
補
者
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
八
条
の

）
及
び
第
三
項
（
公
職
の
候
補
者
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
八
条
の

二
第
二
項
（
同
項
の
表
第
四
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
前
条
第
二
項

二
第
二
項
（
同
項
の
表
第
四
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
前
条
第
二
項

の
項
（
同
法
第
四
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
係
る

の
項
（
同
法
第
四
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
九
条
第
七
項
及
び
第
八
項
、
第
四
十
九
条
の
二
、
第

部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
九
条
第
七
項
及
び
第
八
項
、
第
四
十
九
条
の
二
、
第

五
十
七
条
第
二
項
、
第
六
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
二
条
第
一
項
か

五
十
七
条
第
二
項
、
第
六
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
二
条
第
一
項
か

ら
第
七
項
ま
で
及
び
第
八
項
た
だ
し
書
、
第
六
十
八
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号

ら
第
七
項
ま
で
及
び
第
八
項
た
だ
し
書
、
第
六
十
八
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号

、
第
五
号
及
び
第
六
号
た
だ
し
書
、
第
二
項
並
び
に
第
三
項
、
第
六
十
八
条
の
二

、
第
五
号
及
び
第
六
号
た
だ
し
書
、
第
二
項
並
び
に
第
三
項
、
第
六
十
八
条
の
二

、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
三
条
（
同
法
第
五
十
七
条
第
二
項
に
関
す
る
部
分
に
限

、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
三
条
（
同
法
第
五
十
七
条
第
二
項
に
関
す
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
七
十
五
条
第
二
項
、
第
七
十
六
条
（
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
か
ら

る
。
）
、
第
七
十
五
条
第
二
項
、
第
七
十
六
条
（
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
か
ら

第
六
項
ま
で
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
十
七
条
第
二
項
、
第
八
十
条
第

第
六
項
ま
で
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
十
七
条
第
二
項
、
第
八
十
条
第
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三
項
、
第
八
十
一
条
、
第
八
十
四
条
後
段
、
第
八
十
六
条
か
ら
第
百
六
条
ま
で
、

三
項
、
第
八
十
一
条
、
第
八
十
四
条
後
段
、
第
八
十
六
条
か
ら
第
百
六
条
ま
で
、

第
百
八
条
、
第
十
一
章
、
第
十
二
章
、
第
百
二
十
九
条
か
ら
第
百
三
十
四
条
ま
で

第
百
八
条
、
第
十
一
章
、
第
十
二
章
、
第
百
二
十
九
条
か
ら
第
百
三
十
四
条
ま
で

、
第
百
三
十
六
条
の
二
第
二
項
、
第
百
三
十
九
条
た
だ
し
書
、
第
百
四
十
一
条
か

、
第
百
三
十
六
条
の
二
第
二
項
、
第
百
三
十
九
条
た
だ
し
書
、
第
百
四
十
一
条
か

ら
第
百
四
十
七
条
の
二
ま
で
、
第
百
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
百
四
十

ら
第
百
四
十
七
条
の
二
ま
で
、
第
百
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
百
四
十

八
条
の
二
か
ら
第
百
五
十
一
条
の
二
ま
で
、
第
百
五
十
一
条
の
五
、
第
百
五
十
二

八
条
の
二
か
ら
第
百
五
十
一
条
の
二
ま
で
、
第
百
五
十
一
条
の
五
、
第
百
五
十
二

条
、
第
百
六
十
一
条
か
ら
第
百
六
十
四
条
の
五
ま
で
、
第
百
六
十
四
条
の
七
、
第

条
、
第
百
六
十
一
条
か
ら
第
百
六
十
四
条
の
五
ま
で
、
第
百
六
十
四
条
の
七
、
第

百
六
十
五
条
の
二
、
第
百
六
十
六
条
た
だ
し
書
、
第
百
六
十
七
条
か
ら
第
百
七
十

百
六
十
五
条
の
二
、
第
百
六
十
六
条
た
だ
し
書
、
第
百
六
十
七
条
か
ら
第
百
七
十

二
条
の
二
ま
で
、
第
百
七
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
か
ら
第
八
項
ま

二
条
の
二
ま
で
、
第
百
七
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
か
ら
第
八
項
ま

で
、
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
八
条
の
三
ま
で
、
第
百
七
十
九
条
第
一
項
及

で
、
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
八
条
の
三
ま
で
、
第
百
七
十
九
条
第
一
項
及

び
第
三
項
、
第
百
七
十
九
条
の
二
か
ら
第
百
九
十
七
条
ま
で
、
第
百
九
十
七
条
の

び
第
三
項
、
第
百
七
十
九
条
の
二
か
ら
第
百
九
十
七
条
ま
で
、
第
百
九
十
七
条
の

二
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
百
九
十
九
条
の
二
か
ら
第
百
九
十
九
条
の
五
ま

二
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
百
九
十
九
条
の
二
か
ら
第
百
九
十
九
条
の
五
ま

で
、
第
十
四
章
の
二
、
第
十
四
章
の
三
、
第
二
百
四
条
、
第
二
百
五
条
第
二
項
か

で
、
第
十
四
章
の
二
、
第
十
四
章
の
三
、
第
二
百
四
条
、
第
二
百
五
条
第
二
項
か

ら
第
五
項
ま
で
、
第
二
百
八
条
、
第
二
百
九
条
第
二
項
、
第
二
百
九
条
の
二
か
ら

ら
第
五
項
ま
で
、
第
二
百
八
条
、
第
二
百
九
条
第
二
項
、
第
二
百
九
条
の
二
か
ら

第
二
百
十
一
条
ま
で
、
第
二
百
十
四
条
、
第
二
百
十
七
条
、
第
二
百
十
九
条
第
二

第
二
百
十
一
条
ま
で
、
第
二
百
十
四
条
、
第
二
百
十
七
条
、
第
二
百
十
九
条
第
二

項
、
第
二
百
二
十
条
第
二
項
、
第
三
項
後
段
及
び
第
四
項
、
第
二
百
二
十
一
条
第

項
、
第
二
百
二
十
条
第
二
項
、
第
三
項
後
段
及
び
第
四
項
、
第
二
百
二
十
一
条
第

三
項
、
第
二
百
二
十
二
条
第
三
項
、
第
二
百
二
十
三
条
第
三
項
、
第
二
百
二
十
三

三
項
、
第
二
百
二
十
二
条
第
三
項
、
第
二
百
二
十
三
条
第
三
項
、
第
二
百
二
十
三

条
の
二
、
第
二
百
二
十
四
条
の
二
、
第
二
百
二
十
四
条
の
三
、
第
二
百
三
十
四
条

条
の
二
、
第
二
百
二
十
四
条
の
二
、
第
二
百
二
十
四
条
の
三
、
第
二
百
三
十
四
条

（
同
法
第
二
百
二
十
一
条
第
三
項
、
第
二
百
二
十
二
条
第
三
項
及
び
第
二
百
二
十

（
同
法
第
二
百
二
十
一
条
第
三
項
、
第
二
百
二
十
二
条
第
三
項
及
び
第
二
百
二
十

三
条
第
三
項
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
百
三
十
五
条
、
第
二
百
三
十
五

三
条
第
三
項
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
百
三
十
五
条
、
第
二
百
三
十
五

条
の
二
第
一
号
（
同
法
第
二
百
一
条
の
十
五
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二

条
の
二
第
一
号
（
同
法
第
二
百
一
条
の
十
五
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二

号
及
び
第
三
号
、
第
二
百
三
十
五
条
の
三
、
第
二
百
三
十
五
条
の
四
第
二
号
、
第

号
及
び
第
三
号
、
第
二
百
三
十
五
条
の
三
、
第
二
百
三
十
五
条
の
四
第
二
号
、
第

二
百
三
十
五
条
の
六
、
第
二
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
百
三
十
六

二
百
三
十
五
条
の
六
、
第
二
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
百
三
十
六

条
の
二
、
第
二
百
三
十
八
条
の
二
、
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二

条
の
二
、
第
二
百
三
十
八
条
の
二
、
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二

項
、
第
二
百
三
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
二
百
四
十
条
、
第
二
百
四
十
一
条
第
一

項
、
第
二
百
三
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
二
百
四
十
条
、
第
二
百
四
十
一
条
第
一

号
、
第
二
百
四
十
二
条
、
第
二
百
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及

号
、
第
二
百
四
十
二
条
、
第
二
百
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及

び
第
二
項
、
第
二
百
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
の
二
ま
で
、
第
七
号

び
第
二
項
、
第
二
百
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
の
二
ま
で
、
第
七
号
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及
び
第
八
号
並
び
に
第
二
項
、
第
二
百
四
十
五
条
か
ら
第
二
百
四
十
七
条
ま
で
、

及
び
第
八
号
並
び
に
第
二
項
、
第
二
百
四
十
五
条
か
ら
第
二
百
四
十
七
条
ま
で
、

第
二
百
四
十
九
条
の
二
か
ら
第
二
百
四
十
九
条
の
五
ま
で
、
第
二
百
五
十
条
（
同

第
二
百
四
十
九
条
の
二
か
ら
第
二
百
四
十
九
条
の
五
ま
で
、
第
二
百
五
十
条
（
同

法
第
二
百
四
十
八
条
及
び
第
二
百
四
十
九
条
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二

法
第
二
百
四
十
八
条
及
び
第
二
百
四
十
九
条
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二

百
五
十
一
条
か
ら
第
二
百
五
十
二
条
の
三
ま
で
、
第
二
百
五
十
三
条
の
二
か
ら
第

百
五
十
一
条
か
ら
第
二
百
五
十
二
条
の
三
ま
で
、
第
二
百
五
十
三
条
の
二
か
ら
第

二
百
五
十
四
条
の
二
ま
で
、
第
二
百
五
十
五
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
二
百
五

二
百
五
十
四
条
の
二
ま
で
、
第
二
百
五
十
五
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
二
百
五

十
五
条
の
二
か
ら
第
二
百
六
十
四
条
ま
で
、
第
二
百
六
十
六
条
第
一
項
後
段
及
び

十
五
条
の
二
か
ら
第
二
百
六
十
四
条
ま
で
、
第
二
百
六
十
六
条
第
一
項
後
段
及
び

第
二
項
、
第
二
百
六
十
七
条
、
第
二
百
六
十
八
条
、
第
二
百
六
十
九
条
後
段
、
第

第
二
項
、
第
二
百
六
十
七
条
、
第
二
百
六
十
八
条
、
第
二
百
六
十
九
条
後
段
、
第

二
百
六
十
九
条
の
二
、
第
二
百
七
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
二
百
七
十
一
条
か

二
百
六
十
九
条
の
二
、
第
二
百
七
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
二
百
七
十
一
条
か

ら
第
二
百
七
十
一
条
の
五
ま
で
並
び
に
第
二
百
七
十
五
条
の
規
定
は
、
準
用
し
な

ら
第
二
百
七
十
一
条
の
五
ま
で
並
び
に
第
二
百
七
十
五
条
の
規
定
は
、
準
用
し
な

い
。

い
。

（
公
職
選
挙
法
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

（
公
職
選
挙
法
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

第
二
十
条

（
略
）

第
二
十
条

法
第
五
条
第
三
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
条
第
十
四
項
の
規
定
に

よ
る
投
票
に
公
職
選
挙
法
中
普
通
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
す
る
規
定
を
準
用

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
八
十
条
第
一
項

選
挙
長
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出

選
挙
長

第
八
十
条
第
一
項

選
挙
長
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出

選
挙
長

議
員
若
し
く
は
参
議
院
比
例
代
表

議
員
又
は

参
議
院
比
例
代
表

選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合

選
出
議
員
の
選
挙

同
選
挙
区
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長

に
お
け
る
選
挙
長

を
除
く
。
）
又
は
選
挙
分
会
長

を
除
く
。
）
又
は
選
挙
分
会
長
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（
略
）

（
略
）

選
挙
会
又
は
選
挙
分
会

選
挙
会

（
略
）

（
略
）

各
公
職
の
候
補
者
（
公
職
の
候
補

賛
成
又
は
反
対
の
投

者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
を
含

票
の
そ
れ
ぞ
れ
の
総

む
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

数

、
各
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
又

は
各
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の

得
票
総
数
（
各
参
議
院
名
簿
届
出

政
党
等
の
得
票
総
数
に
あ
つ
て
は

、
当
該
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等

に
係
る
各
参
議
院
名
簿
登
載
者
（

当
該
選
挙
の
期
日
に
お
い
て
公
職

の
候
補
者
た
る
者
に
限
る
。
）
の

得
票
総
数
を
含
む
も
の
を
い
う
。

第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
八
十
三
条
第
二

書
類
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議

（
略
）

第
八
十
三
条
第
二

書
類
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議

書
類

項

員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
第
八
十
一

項

員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
第
八
十
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に

関
す
る
書
類
、
参
議
院
比
例
代
表

関
す
る
書
類
、
参
議
院
比
例
代
表

選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
同

選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
同

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に

関
す
る
書
類
、
参
議
院
合
同
選
挙

関
す
る
書
類
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区
選
挙
に
あ
つ
て
は
同
条
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
報
告
に
関
す
る
書

類
）

）

当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理

（
略
）

当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理

市
町
村
の
選
挙
管
理

す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院

す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院

委
員
会

比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院

比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院

比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
選

比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
選

挙
会
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は

挙
会
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は

中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同

中
央
選
挙
管
理
会

選
挙
区
選
挙
の
選
挙
会
に
関
す
る

も
の
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関

す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合

同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
、
選

、
選

挙
分
会
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て

挙
分
会
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て

は
当
該
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委

は
当
該
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委

員
会
）

員
会
）

（
略
）

（
略
）

当
該
選
挙
に
係
る
議
員
又
は
長
の

合
併
協
議
会
設
置
協

任
期
間

議
に
つ
い
て
の
投
票

の
結
果
が
確
定
す
る

ま
で
の
間

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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第
百
七
条

（
略
）

（
略
）

第
百
七
条

選
挙
若
し
く
は
当
選

合
併
協
議
会
設
置
協

議
に
つ
い
て
の
投
票

又
は
合
併
協
議
会
設

置
協
議
に
つ
い
て
の

投
票
に
お
け
る
賛
否

の
結
果

若
し
く
は
第
二
百
十
条
第
一
項
の

（
略
）

若
し
く
は
第
二
百
十
条
第
一
項
の

は
、
市
町
村
の
選
挙

規
定
に
よ
る
訴
訟
が
提
起
さ
れ
な

規
定
に
よ
る
訴
訟
が
提
起
さ
れ
な

管
理
委
員
会

か
つ
た
こ
と
、
当
該
訴
訟
に
つ
い

か
つ
た
こ
と
、
当
該
訴
訟
に
つ
い

て
の
訴
え
を
却
下
し
若
し
く
は
訴

て
の
訴
え
を
却
下
し
若
し
く
は
訴

状
を
却
下
す
る
裁
判
が
確
定
し
た

状
を
却
下
す
る
裁
判
が
確
定
し
た

こ
と
若
し
く
は
当
該
訴
訟
が
取
り

こ
と
若
し
く
は
当
該
訴
訟
が
取
り

下
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
当
選
が

下
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
当
選
が

無
効
と
な
つ
た
と
き
又
は
第
二
百

無
効
と
な
つ
た
と
き
又
は
第
二
百

五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
当
選
が

五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
当
選
が

無
効
と
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
選

無
効
と
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
選

挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選

挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選

挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代

挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代

表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代

表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代

表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は

表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は

中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同

、
中
央
選
挙
管
理
会

選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選

挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参

議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員

会
）

）
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
百
九
十
七
条
の

（
略
）

（
略
）

第
百
九
十
七
条
の

衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員

合
併
協
議
会
設
置
協

二
第
一
項

二
第
一
項

の
選
挙
以
外
の
選
挙

議
に
つ
い
て
の
投
票

（
略
）

（
略
）

選
挙
運
動
（
衆
議
院
小
選
挙
区
選

投
票
運
動

出
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
候
補
者

届
出
政
党
が
行
う
も
の
及
び
参
議

院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に

お
い
て
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等

が
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の

項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

（
略
）

（
略
）

選
挙
運
動
の

投
票
運
動
の

当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理

市
町
村
の
選
挙
管
理

当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理

市
町
村
の
選
挙
管
理

す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
参
議
院

委
員
会

す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
参
議
院

委
員
会

比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ

比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ

い
て
は
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議

い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会

院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は

当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理

す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管

理
委
員
会
）

）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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（
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
準
用
）

（
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
準
用
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
二
条

公
職
選
挙
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
二
、
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び

第
二
項
、
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
六
条
の
三
ま
で
、
第
二
十
六
条
の
四
（
市
町

村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
六
条
の

五
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
、
第
三
十
一
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
、
第
三
十
五
条

第
一
項
（
市
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及

び
第
二
項
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
九
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で

、
第
四
十
四
条
の
二
（
在
外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
四
十

五
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
十
八
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
中
市
町

村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
九
条
の

三
、
第
四
章
の
三
、
第
五
十
条
（
第
五
項
及
び
第
七
項
を
除
く
。
）
、
第
五
十
一

条
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
第
一
項
（
市
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選

挙
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
五
十
四
条
、

第
五
十
五
条
（
第
六
項
及
び
第
七
項
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
十
六
条
か

ら
第
五
十
八
条
ま
で
、
第
五
十
九
条
の
二
、
第
五
十
九
条
の
三
の
二
第
一
項
、
第

五
十
九
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
、
同
条
第
四
項
（
市
町
村
の
議
会
の
議
員
及

び
長
の
選
挙
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
十
九
条
の
五
か
ら
第
五
十
九
条

の
五
の
三
ま
で
、
第
五
十
九
条
の
五
の
四
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五

項
、
同
条
第
六
項
及
び
第
七
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
中
市
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び

長
の
選
挙
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
八
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
、
第

六
十
条
、
第
六
十
一
条
第
一
項
（
在
外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）

、
第
二
項
及
び
第
三
項
、
同
条
第
五
項
（
同
条
第
四
項
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。

）
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
同
条
第
三
項
（
公
職
選

挙
法
第
四
十
九
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
関
す
る
部
分
を
除

く
。
）
及
び
第
四
項
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十
五
条
、
第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
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第
二
項
、
第
六
十
八
条
、
第
七
十
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
一
条
か
ら
第
七
十
三

条
ま
で
、
第
七
十
四
条
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
中
市
町
村
の
議

会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
十
七
条
第
一
項
、

第
七
十
八
条
第
一
項
（
市
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
関
す
る
部
分
に

限
る
。
）
、
第
八
十
条
及
び
第
八
十
一
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
中
市
町
村
の
議
会
の

議
員
及
び
長
の
選
挙
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
十
三
条
の
二
、
第
八
十

四
条
、
第
八
十
五
条
（
市
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
関
す
る
部
分
に

限
る
。
）
、
第
八
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
七
条
第
一
項
（
市
町
村
の
議
会
の
議

員
及
び
長
の
選
挙
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
二
十
五
条
の
四
、
第
百
二

十
九
条
第
一
項
、
第
百
三
十
一
条
（
第
一
項
後
段
を
除
く
。
）
、
第
百
三
十
八
条

、
第
百
四
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
百
四
十
一
条
の
三
、
第
百
四
十
二
条
第
一
項

（
同
法
第
四
十
九
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
関
す
る
部
分
を

除
く
。
）
及
び
第
二
項
、
第
百
四
十
二
条
の
二
（
第
一
項
第
七
号
に
係
る
部
分
を

除
く
。
）
、
第
百
四
十
二
条
の
三
、
第
百
四
十
五
条
、
第
百
四
十
六
条
第
二
項
並

び
に
別
表
第
一
の
規
定
は
、
法
第
四
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
八
十
六
条
第
一

当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理

（
略
）

第
八
十
六
条
第
一

当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理

市
町
村
の
選
挙
管
理

項

す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院

項

す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院

委
員
会

比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院

比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院

比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ

比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ

い
て
は
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議

い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会
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院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は

当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理

す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管

理
委
員
会
）

）

（
略
）

（
略
）

当
該
選
挙
に
係
る
衆
議
院
議
員
、

合
併
協
議
会
設
置
協

参
議
院
議
員
又
は
地
方
公
共
団
体

議
に
つ
い
て
の
投
票

の
議
会
の
議
員
若
し
く
は
長
の
任

の
結
果
が
確
定
す
る

期
間

ま
で
の
間

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
百
三
十
五
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
投
票
人
名
簿
の
移
送
又
は
引
継
ぎ
等
）

（
投
票
人
名
簿
の
移
送
又
は
引
継
ぎ
等
）

第
十
一
条

公
職
選
挙
法
施
行
令
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
十
二

第
十
一
条

公
職
選
挙
法
施
行
令
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
十
二

条
（
第
一
項
後
段
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
投
票
人
名
簿
の
移
送
又
は
引
継
ぎ
、

条

の
規
定
は
、
投
票
人
名
簿
の
移
送
又
は
引
継
ぎ
、

投
票
人
名
簿
の
再
調
製
及
び
投
票
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
投
票
人
の
数
の
報

投
票
人
名
簿
の
再
調
製
及
び
投
票
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
投
票
人
の
数
の
報

告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
十
九
条
第
一
項
中
「
法

告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
十
九
条
第
一
項
中
「
法

第
十
九
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
（

第
十
九
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
（

平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
。
以
下
「
憲
法
改
正
手
続
法
」
と
い
う
。
）
第
二

平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
。
以
下
「
憲
法
改
正
手
続
法
」
と
い
う
。
）
第
二

十
条
第
二
項
」
と
、
「
第
三
項
並
び
に
第
百
三
十
一
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「

十
条
第
二
項
」
と
、
「
第
三
項
並
び
に
第
百
三
十
一
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「

第
三
項
」
と
、
「
住
所
」
と
あ
る
の
は
「
住
民
基
本
台
帳
の
記
録
」
と
、
同
条
第

第
三
項
」
と
、
「
住
所
」
と
あ
る
の
は
「
住
民
基
本
台
帳
の
記
録
」
と
、
同
条
第

二
項
中
「
住
所
」
と
あ
る
の
は
「
住
民
基
本
台
帳
の
記
録
」
と
、
同
条
第
五
項
中

二
項
中
「
住
所
」
と
あ
る
の
は
「
住
民
基
本
台
帳
の
記
録
」
と
、
同
条
第
五
項
中

「
法
第
十
九
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
憲
法
改
正
手
続
法
第
二
十
条
第
二
項
」

「
法
第
十
九
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
憲
法
改
正
手
続
法
第
二
十
条
第
二
項
」

と
、
同
令
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
法
第
三
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
憲
法
改
正
手

と
、
同
令
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
法
第
三
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
憲
法
改
正
手

続
法
第
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
条
」
と
、
同
令
第
二
十
二
条
第

続
法
第
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
条
」
と
、
同
令
第
二
十
二
条
第

一
項
中
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
人
名
簿
の
登

一
項
中
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
人
名
簿
の
登

録
が
行
わ
れ
た

日
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
投
票
の
期
日
前
十
五
日
に
当
た
る
日

録
が
行
な
わ
れ
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
投
票
の
期
日
前
十
五
日
に
当
た
る
日

」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
三
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
憲
法
改
正
手
続
法
第
三

」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
三
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
憲
法
改
正
手
続
法
第
三

十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
在
外
投
票
人
名
簿
の
移
送
又
は
引
継
ぎ
等
）

（
在
外
投
票
人
名
簿
の
移
送
又
は
引
継
ぎ
等
）

第
三
十
二
条

公
職
選
挙
法
施
行
令
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
十

第
三
十
二
条

公
職
選
挙
法
施
行
令
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
十

二
条
（
第
一
項
後
段
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
在
外
投
票
人
名
簿
の
移
送
又
は
引

二
条

の
規
定
は
、
在
外
投
票
人
名
簿
の
移
送
又
は
引

継
ぎ
、
在
外
投
票
人
名
簿
の
再
調
製
及
び
在
外
投
票
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る

継
ぎ
、
在
外
投
票
人
名
簿
の
再
調
製
及
び
在
外
投
票
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
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投
票
人
の
数
の
報
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
十
九

投
票
人
の
数
の
報
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
十
九

条
第
一
項
中
「
法
第
十
九
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続

条
第
一
項
中
「
法
第
十
九
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
。
以
下
「
憲
法
改
正
手
続
法
」

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
。
以
下
「
憲
法
改
正
手
続
法
」

と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
二
項
」
と
、
「
第
三
項
並
び
に
第
百
三
十
一
条
第
二

と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
二
項
」
と
、
「
第
三
項
並
び
に
第
百
三
十
一
条
第
二

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
項
」
と
、
「
住
所
」
と
あ
る
の
は
「
最
終
住
所
（
憲
法

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
項
」
と
、
「
住
所
」
と
あ
る
の
は
「
最
終
住
所
（
憲
法

改
正
手
続
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
最
終
住
所
を
い
う
。
）
又
は
申
請

改
正
手
続
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
最
終
住
所
を
い
う
。
）
又
は
申
請

の
時
（
同
項
に
規
定
す
る
申
請
の
時
を
い
う
。
）
に
お
け
る
本
籍
」
と
、
同
条
第

の
時
（
同
項
に
規
定
す
る
申
請
の
時
を
い
う
。
）
に
お
け
る
本
籍
」
と
、
同
条
第

二
項
中
「
住
所
」
と
あ
る
の
は
「
最
終
住
所
（
憲
法
改
正
手
続
法
第
三
十
四
条
第

二
項
中
「
住
所
」
と
あ
る
の
は
「
最
終
住
所
（
憲
法
改
正
手
続
法
第
三
十
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
最
終
住
所
を
い
う
。
）
又
は
申
請
の
時
（
同
項
に
規
定
す
る
申

一
項
に
規
定
す
る
最
終
住
所
を
い
う
。
）
又
は
申
請
の
時
（
同
項
に
規
定
す
る
申

請
の
時
を
い
う
。
）
に
お
け
る
本
籍
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
法
第
十
九
条
第
三

請
の
時
を
い
う
。
）
に
お
け
る
本
籍
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
法
第
十
九
条
第
三

項
」
と
あ
る
の
は
「
憲
法
改
正
手
続
法
第
三
十
三
条
第
二
項
」
と
、
同
令
第
二
十

項
」
と
あ
る
の
は
「
憲
法
改
正
手
続
法
第
三
十
三
条
第
二
項
」
と
、
同
令
第
二
十

一
条
第
一
項
中
「
法
第
三
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
憲
法
改
正
手
続
法
第
四
十
四
条

一
条
第
一
項
中
「
法
第
三
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
憲
法
改
正
手
続
法
第
四
十
四
条

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
条
」
と
、
同
令
第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
法
第
二

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
条
」
と
、
同
令
第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
法
第
二

十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
人
名
簿
の
登
録
が
行
わ
れ
た

十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
人
名
簿
の
登
録
が
行
な
わ
れ
た

日
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
投
票
の
期
日
前
十
五
日
に
当
た
る
日
」
と
、
同
条
第
二

日
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
投
票
の
期
日
前
十
五
日
に
当
た
る
日
」
と
、
同
条
第
二

項
中
「
法
第
三
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
憲
法
改
正
手
続
法
第
四
十
四
条
に
お
い
て

項
中
「
法
第
三
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
憲
法
改
正
手
続
法
第
四
十
四
条
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
三
十
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

準
用
す
る
法
第
三
十
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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大
都
市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
四
十
二
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
公
職
選
挙
法
の
規
定
の
う
ち
準
用
し
な
い
も
の
）

（
公
職
選
挙
法
の
規
定
の
う
ち
準
用
し
な
い
も
の
）

第
五
条

法
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
つ

第
五
条

法
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
つ

い
て
公
職
選
挙
法
中
普
通
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
場

い
て
公
職
選
挙
法
中
普
通
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
、
第
五
条
の
二
か
ら
第
五
条
の

合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
、
第
五
条
の
二
か
ら
第
五
条
の

十
ま
で
、
第
二
章
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
三
条
か
ら

五
ま
で
、
第
二
章
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
三
条
か
ら

第
十
六
条
ま
で
、
第
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項

第
十
六
条
ま
で
、
第
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項

ま
で
及
び
第
五
項
、
第
二
十
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
四
章
の
二
、
第
五
章
、

ま
で
及
び
第
五
項
、
第
二
十
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
四
章
の
二
、
第
五
章
、

第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
た
だ
し
書
、
第
三
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第

第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
た
だ
し
書
、
第
三
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第

三
十
八
条
第
三
項
、
第
四
十
条
第
二
項
（
市
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙

三
十
八
条
第
三
項
、
第
四
十
条
第
二
項
（
市
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙

以
外
の
選
挙
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
四
条
第
三
項
、
第
四
十
六
条

以
外
の
選
挙
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
四
条
第
三
項
、
第
四
十
六
条

第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
六
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
第

第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
六
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
第

二
号
及
び
第
五
号
、
第
八
十
六
条
の
四
並
び
に
第
百
二
十
六
条
に
関
す
る
部
分
に

二
号
及
び
第
五
号
、
第
八
十
六
条
の
四
並
び
に
第
百
二
十
六
条
に
関
す
る
部
分
に

限
る
。
）
及
び
第
三
項
（
公
職
の
候
補
者
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十

限
る
。
）
及
び
第
三
項
（
公
職
の
候
補
者
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十

八
条
の
二
第
二
項
（
同
項
の
表
第
四
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
前
条

八
条
の
二
第
二
項
（
同
項
の
表
第
四
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
前
条

第
二
項
の
項
（
同
法
第
四
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

第
二
項
の
項
（
同
法
第
四
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
九
条
第
七
項
及
び
第
八
項
、
第
四
十
九
条
の

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
九
条
第
七
項
及
び
第
八
項
、
第
四
十
九
条
の

二
、
第
五
十
七
条
第
二
項
、
第
六
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
二
条
第

二
、
第
五
十
七
条
第
二
項
、
第
六
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
二
条
第

一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
八
項
た
だ
し
書
及
び
第
九
項
、
第
六
十
八
条
第
一
項

一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
八
項
た
だ
し
書
及
び
第
九
項
、
第
六
十
八
条
第
一
項

第
二
号
、
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
た
だ
し
書
、
第
二
項
並
び
に
第
三
項
、

第
二
号
、
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
た
だ
し
書
、
第
二
項
並
び
に
第
三
項
、

第
六
十
八
条
の
二
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
三
条
（
同
法
第
五
十
七
条
第
二
項
に

第
六
十
八
条
の
二
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
三
条
（
同
法
第
五
十
七
条
第
二
項
に

関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
十
五
条
第
二
項
、
第
七
十
六
条
（
同
法
第
六
十

関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
十
五
条
第
二
項
、
第
七
十
六
条
（
同
法
第
六
十

二
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
十
七
条
第
二

二
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
十
七
条
第
二
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項
、
第
八
十
条
第
三
項
、
第
八
十
一
条
、
第
八
十
四
条
後
段
、
第
八
十
六
条
か
ら

項
、
第
八
十
条
第
三
項
、
第
八
十
一
条
、
第
八
十
四
条
後
段
、
第
八
十
六
条
か
ら

第
百
六
条
ま
で
、
第
百
八
条
、
第
十
一
章
、
第
十
二
章
、
第
百
二
十
九
条
か
ら
第

第
百
六
条
ま
で
、
第
百
八
条
、
第
十
一
章
、
第
十
二
章
、
第
百
二
十
九
条
か
ら
第

百
三
十
四
条
ま
で
、
第
百
三
十
六
条
の
二
第
二
項
、
第
百
三
十
九
条
た
だ
し
書
、

百
三
十
四
条
ま
で
、
第
百
三
十
六
条
の
二
第
二
項
、
第
百
三
十
九
条
た
だ
し
書
、

第
百
四
十
一
条
か
ら
第
百
四
十
七
条
の
二
ま
で
、
第
百
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第

第
百
四
十
一
条
か
ら
第
百
四
十
七
条
の
二
ま
で
、
第
百
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第

三
項
、
第
百
四
十
八
条
の
二
か
ら
第
百
五
十
一
条
の
二
ま
で
、
第
百
五
十
一
条
の

三
項
、
第
百
四
十
八
条
の
二
か
ら
第
百
五
十
一
条
の
二
ま
で
、
第
百
五
十
一
条
の

五
、
第
百
五
十
二
条
、
第
百
六
十
一
条
か
ら
第
百
六
十
四
条
の
五
ま
で
、
第
百
六

五
、
第
百
五
十
二
条
、
第
百
六
十
一
条
か
ら
第
百
六
十
四
条
の
五
ま
で
、
第
百
六

十
四
条
の
七
、
第
百
六
十
五
条
の
二
、
第
百
六
十
六
条
た
だ
し
書
、
第
百
六
十
七

十
四
条
の
七
、
第
百
六
十
五
条
の
二
、
第
百
六
十
六
条
た
だ
し
書
、
第
百
六
十
七

条
か
ら
第
百
七
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
百
七
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
三

条
か
ら
第
百
七
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
百
七
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
三

項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
八
条
の
三
ま
で
、
第
百
七

項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
八
条
の
三
ま
で
、
第
百
七

十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
七
十
九
条
の
二
か
ら
第
百
九
十
七
条
ま
で
、

十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
七
十
九
条
の
二
か
ら
第
百
九
十
七
条
ま
で
、

第
百
九
十
七
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
百
九
十
九
条
の
二
か
ら
第
百

第
百
九
十
七
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
百
九
十
九
条
の
二
か
ら
第
百

九
十
九
条
の
五
ま
で
、
第
十
四
章
の
二
、
第
十
四
章
の
三
、
第
二
百
四
条
、
第
二

九
十
九
条
の
五
ま
で
、
第
十
四
章
の
二
、
第
十
四
章
の
三
、
第
二
百
四
条
、
第
二

百
五
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
二
百
八
条
、
第
二
百
九
条
第
二
項
、
第
二

百
五
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
二
百
八
条
、
第
二
百
九
条
第
二
項
、
第
二

百
九
条
の
二
か
ら
第
二
百
十
一
条
ま
で
、
第
二
百
十
四
条
、
第
二
百
十
七
条
、
第

百
九
条
の
二
か
ら
第
二
百
十
一
条
ま
で
、
第
二
百
十
四
条
、
第
二
百
十
七
条
、
第

二
百
十
九
条
第
二
項
、
第
二
百
二
十
条
第
二
項
、
第
三
項
後
段
及
び
第
四
項
、
第

二
百
十
九
条
第
二
項
、
第
二
百
二
十
条
第
二
項
、
第
三
項
後
段
及
び
第
四
項
、
第

二
百
二
十
一
条
第
三
項
、
第
二
百
二
十
二
条
第
三
項
、
第
二
百
二
十
三
条
、
第
二

二
百
二
十
一
条
第
三
項
、
第
二
百
二
十
二
条
第
三
項
、
第
二
百
二
十
三
条
、
第
二

百
二
十
三
条
の
二
、
第
二
百
二
十
四
条
の
二
、
第
二
百
二
十
四
条
の
三
、
第
二
百

百
二
十
三
条
の
二
、
第
二
百
二
十
四
条
の
二
、
第
二
百
二
十
四
条
の
三
、
第
二
百

三
十
四
条
（
同
法
第
二
百
二
十
一
条
第
三
項
、
第
二
百
二
十
二
条
第
三
項
及
び
第

三
十
四
条
（
同
法
第
二
百
二
十
一
条
第
三
項
、
第
二
百
二
十
二
条
第
三
項
及
び
第

二
百
二
十
三
条
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
百
三
十
五
条
、
第
二
百
三
十

二
百
二
十
三
条
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
百
三
十
五
条
、
第
二
百
三
十

五
条
の
二
第
一
号
（
同
法
第
二
百
一
条
の
十
五
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第

五
条
の
二
第
一
号
（
同
法
第
二
百
一
条
の
十
五
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第

二
号
及
び
第
三
号
、
第
二
百
三
十
五
条
の
三
、
第
二
百
三
十
五
条
の
四
第
二
号
、

二
号
及
び
第
三
号
、
第
二
百
三
十
五
条
の
三
、
第
二
百
三
十
五
条
の
四
第
二
号
、

第
二
百
三
十
五
条
の
六
、
第
二
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
百
三
十

第
二
百
三
十
五
条
の
六
、
第
二
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
百
三
十

六
条
の
二
、
第
二
百
三
十
八
条
の
二
、
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第

六
条
の
二
、
第
二
百
三
十
八
条
の
二
、
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第

二
項
、
第
二
百
三
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
二
百
四
十
条
、
第
二
百
四
十
一
条
第

二
項
、
第
二
百
三
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
二
百
四
十
条
、
第
二
百
四
十
一
条
第

一
号
、
第
二
百
四
十
二
条
、
第
二
百
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で

一
号
、
第
二
百
四
十
二
条
、
第
二
百
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で

及
び
第
二
項
、
第
二
百
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
の
二
ま
で
、
第
七

及
び
第
二
項
、
第
二
百
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
の
二
ま
で
、
第
七
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号
及
び
第
八
号
並
び
に
第
二
項
、
第
二
百
四
十
五
条
か
ら
第
二
百
四
十
七
条
ま
で

号
及
び
第
八
号
並
び
に
第
二
項
、
第
二
百
四
十
五
条
か
ら
第
二
百
四
十
七
条
ま
で

、
第
二
百
四
十
九
条
の
二
か
ら
第
二
百
四
十
九
条
の
五
ま
で
、
第
二
百
五
十
条
（

、
第
二
百
四
十
九
条
の
二
か
ら
第
二
百
四
十
九
条
の
五
ま
で
、
第
二
百
五
十
条
（

同
法
第
二
百
四
十
八
条
及
び
第
二
百
四
十
九
条
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第

同
法
第
二
百
四
十
八
条
及
び
第
二
百
四
十
九
条
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第

二
百
五
十
一
条
か
ら
第
二
百
五
十
二
条
の
三
ま
で
、
第
二
百
五
十
三
条
の
二
か
ら

二
百
五
十
一
条
か
ら
第
二
百
五
十
二
条
の
三
ま
で
、
第
二
百
五
十
三
条
の
二
か
ら

第
二
百
五
十
四
条
の
二
ま
で
、
第
二
百
五
十
五
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
二
百

第
二
百
五
十
四
条
の
二
ま
で
、
第
二
百
五
十
五
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
二
百

五
十
五
条
の
二
か
ら
第
二
百
六
十
三
条
ま
で
、
第
二
百
六
十
四
条
第
二
項
か
ら
第

五
十
五
条
の
二
か
ら
第
二
百
六
十
三
条
ま
で
、
第
二
百
六
十
四
条
第
二
項
か
ら
第

四
項
ま
で
、
第
二
百
六
十
六
条
か
ら
第
二
百
六
十
八
条
ま
で
、
第
二
百
六
十
九
条

四
項
ま
で
、
第
二
百
六
十
六
条
か
ら
第
二
百
六
十
八
条
ま
で
、
第
二
百
六
十
九
条

後
段
、
第
二
百
六
十
九
条
の
二
、
第
二
百
七
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
二
百
七

後
段
、
第
二
百
六
十
九
条
の
二
、
第
二
百
七
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
二
百
七

十
一
条
か
ら
第
二
百
七
十
一
条
の
五
ま
で
並
び
に
第
二
百
七
十
五
条
の
規
定
は
、

十
一
条
か
ら
第
二
百
七
十
一
条
の
五
ま
で
並
び
に
第
二
百
七
十
五
条
の
規
定
は
、

準
用
し
な
い
。

準
用
し
な
い
。

（
公
職
選
挙
法
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

（
公
職
選
挙
法
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

法
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
公

職
選
挙
法
中
普
通
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
八
十
条
第
一
項

選
挙
長
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出

（
略
）

第
八
十
条
第
一
項

選
挙
長
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出

選
挙
長

議
員
若
し
く
は
参
議
院
比
例
代
表

議
員
又
は

参
議
院
比
例
代
表

選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合

選
出
議
員
の
選
挙

同
選
挙
区
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長

に
お
け
る
選
挙
長

を
除
く
。
）
又
は
選
挙
分
会
長

を
除
く
。
）
又
は
選
挙
分
会
長

（
略
）

（
略
）

選
挙
会
又
は
選
挙
分
会

選
挙
会



- 62 -

（
略
）

（
略
）

各
公
職
の
候
補
者
（
公
職
の
候
補

賛
成
又
は
反
対
の
投

者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
を
含

票
の
そ
れ
ぞ
れ
の
総

む
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

数

、
各
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
又

は
各
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の

得
票
総
数
（
各
参
議
院
名
簿
届
出

政
党
等
の
得
票
総
数
に
あ
つ
て
は

、
当
該
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等

に
係
る
各
参
議
院
名
簿
登
載
者
（

当
該
選
挙
の
期
日
に
お
い
て
公
職

の
候
補
者
た
る
者
に
限
る
。
）
の

得
票
総
数
を
含
む
も
の
を
い
う
。

第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
八
十
三
条
第
二

書
類
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議

（
略
）

第
八
十
三
条
第
二

書
類
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議

書
類

項

員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
第
八
十
一

項

員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
第
八
十
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に

関
す
る
書
類
、
参
議
院
比
例
代
表

関
す
る
書
類
、
参
議
院
比
例
代
表

選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
同

選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
同

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に

関
す
る
書
類
、
参
議
院
合
同
選
挙

関
す
る
書
類

区
選
挙
に
あ
つ
て
は
同
条
第
五
項
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に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
報
告
に
関
す
る
書

類
）

）

当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理

（
略
）

当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理

市
町
村
の
選
挙
管
理

す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院

す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院

委
員
会

比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院

比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院

比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
選

比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
選

挙
会
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は

挙
会
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は

中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同

中
央
選
挙
管
理
会

選
挙
区
選
挙
の
選
挙
会
に
関
す
る

も
の
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関

す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合

同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
、
選

、
選

挙
分
会
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て

挙
分
会
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て

は
当
該
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委

は
当
該
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委

員
会
）

員
会
）

（
略
）

（
略
）

当
該
選
挙
に
係
る
議
員
又
は
長
の

特
別
区
の
設
置
に
つ

任
期
間

い
て
の
投
票
の
結
果

が
確
定
す
る
ま
で
の

間

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
百
七
条

（
略
）

（
略
）

第
百
七
条

選
挙
若
し
く
は
当
選

特
別
区
の
設
置
に
つ
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い
て
の
投
票
又
は
特

別
区
の
設
置
に
つ
い

て
の
投
票
に
お
け
る

賛
否
の
結
果

若
し
く
は
第
二
百
十
条
第
一
項
の

（
略
）

若
し
く
は
第
二
百
十
条
第
一
項
の

は
、
市
町
村
の
選
挙

規
定
に
よ
る
訴
訟
が
提
起
さ
れ
な

規
定
に
よ
る
訴
訟
が
提
起
さ
れ
な

管
理
委
員
会

か
つ
た
こ
と
、
当
該
訴
訟
に
つ
い

か
つ
た
こ
と
、
当
該
訴
訟
に
つ
い

て
の
訴
え
を
却
下
し
若
し
く
は
訴

て
の
訴
え
を
却
下
し
若
し
く
は
訴

状
を
却
下
す
る
裁
判
が
確
定
し
た

状
を
却
下
す
る
裁
判
が
確
定
し
た

こ
と
若
し
く
は
当
該
訴
訟
が
取
り

こ
と
若
し
く
は
当
該
訴
訟
が
取
り

下
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
当
選
が

下
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
当
選
が

無
効
と
な
つ
た
と
き
又
は
第
二
百

無
効
と
な
つ
た
と
き
又
は
第
二
百

五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
当
選
が

五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
当
選
が

無
効
と
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
選

無
効
と
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
選

挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選

挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選

挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代

挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代

表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代

表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代

表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は

表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は

中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同

、
中
央
選
挙
管
理
会

選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選

挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参

議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員

会
）

）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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第
百
九
十
七
条
の

（
略
）

（
略
）

第
百
九
十
七
条
の

衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員

特
別
区
の
設
置
に
つ

二
第
一
項

二
第
一
項

の
選
挙
以
外
の
選
挙

い
て
の
投
票

（
略
）

（
略
）

選
挙
運
動
（
衆
議
院
小
選
挙
区
選

投
票
運
動

出
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
候
補
者

届
出
政
党
が
行
う
も
の
及
び
参
議

院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に

お
い
て
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等

が
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の

項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

（
略
）

（
略
）

選
挙
運
動
の

投
票
運
動
の

当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理

（
略
）

当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理

市
町
村
の
選
挙
管
理

す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
参
議
院

す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
参
議
院

委
員
会

比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ

比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ

い
て
は
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議

い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会

院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は

当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理

す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管

理
委
員
会
）

）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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（
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
準
用
）

（
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
準
用
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
二
十
二
条

の
二
、
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
六
条
の
三

ま
で
、
第
二
十
六
条
の
四
（
市
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
関
す
る
部

分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
六
条
の
五
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
、
第
三
十
一
条
か
ら

第
三
十
四
条
ま
で
、
第
三
十
五
条
第
一
項
（
市
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選

挙
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
、
第

三
十
九
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
、
第
四
十
四
条
の
二
（
在
外
選
挙
人
名
簿
に
関

す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
十
八
条

第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
中
市
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
関
す
る
部

分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
九
条
の
三
、
第
四
章
の
三
、
第
五
十
条
（
第
五
項
及
び

第
七
項
を
除
く
。
）
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
第
一
項
（
市

町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
か

ら
第
四
項
ま
で
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
五
条
（
第
六
項
及
び
第
七
項
に
係
る
部

分
を
除
く
。
）
、
第
五
十
六
条
か
ら
第
五
十
八
条
ま
で
、
第
五
十
九
条
の
二
、
第

五
十
九
条
の
三
の
二
第
一
項
、
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
、
同
条
第

四
項
（
市
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第

五
十
九
条
の
五
か
ら
第
五
十
九
条
の
五
の
三
ま
で
、
第
五
十
九
条
の
五
の
四
第
一

項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
、
同
条
第
六
項
及
び
第
七
項
（
こ
れ
ら
の
規

定
中
市
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に

第
八
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
、
第
六
十
条
、
第
六
十
一
条
第
一
項
（
在
外
選
挙
人

名
簿
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二
項
及
び
第
三
項
、
同
条
第
五
項
（
同
条

第
四
項
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
三
条
第
一
項
及
び

第
二
項
、
同
条
第
三
項
（
公
職
選
挙
法
第
四
十
九
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定

に
よ
る
投
票
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
四
項
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十

五
条
、
第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
十
八
条
、
第
七
十
条
の
二
第
一
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項
、
第
七
十
一
条
か
ら
第
七
十
三
条
ま
で
、
第
七
十
四
条
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で

（
こ
れ
ら
の
規
定
中
市
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
関
す
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
七
十
七
条
第
一
項
、
第
七
十
八
条
第
一
項
（
市
町
村
の
議
会
の
議
員

及
び
長
の
選
挙
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
十
条
及
び
第
八
十
一
条
（
こ

れ
ら
の
規
定
中
市
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。

）
、
第
八
十
三
条
の
二
、
第
八
十
四
条
、
第
八
十
五
条
（
市
町
村
の
議
会
の
議
員

及
び
長
の
選
挙
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
七

条
第
一
項
（
市
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）

、
第
百
二
十
五
条
の
四
、
第
百
二
十
九
条
第
一
項
、
第
百
三
十
一
条
（
第
一
項
後

段
を
除
く
。
）
、
第
百
四
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
百
四
十
一
条
の
三
、
第
百
四

十
二
条
第
一
項
（
同
法
第
四
十
九
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に

関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
、
第
百
四
十
二
条
の
二
（
第
一
項
第
七
号

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
百
四
十
二
条
の
三
、
第
百
四
十
五
条
並
び
に
別
表

第
一
の
規
定
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
八
十
六
条
第
一

当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理

市
町
村
の
選
挙
管
理

第
八
十
六
条
第
一

当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理

市
町
村
の
選
挙
管
理

項

す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院

委
員
会

項

す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院

委
員
会

比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院

比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院

比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ

比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ

い
て
は
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議

い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会

院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
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当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理

す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管

理
委
員
会
）

）

（
略
）

（
略
）

当
該
選
挙
に
係
る
衆
議
院
議
員
、

特
別
区
の
設
置
に
つ

参
議
院
議
員
又
は
地
方
公
共
団
体

い
て
の
投
票
の
結
果

の
議
会
の
議
員
若
し
く
は
長
の
任

が
確
定
す
る
ま
で
の

期
間

間

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
関
係
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
意
見
を
掲
載
し
た
公
報
の
発
行
手
続
等
）

（
関
係
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
意
見
を
掲
載
し
た
公
報
の
発
行
手
続
等
）

第
十
一
条

公
職
選
挙
法
第
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
百
六
十
九
条
第
三
項
、
第
六

第
十
一
条

公
職
選
挙
法
第
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
百
六
十
九
条
第
二
項
、
第
五

項
及
び
第
七
項
、
第
百
七
十
条
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
、
第
百
七
十
一
条
、
第

項
及
び
第
六
項
、
第
百
七
十
条
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
、
第
百
七
十
一
条
、
第

百
七
十
二
条
並
び
に
第
二
百
六
十
四
条
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
七
条
第
三
項
の

百
七
十
二
条
並
び
に
第
二
百
六
十
四
条
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
七
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
配
布
す
る
公
報
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の

規
定
に
よ
り
配
布
す
る
公
報
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
公
職
選
挙
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
公
職
選
挙
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
六
十
八
条
第

（
略
）

（
略
）

第
百
六
十
八
条
第

衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員

大
都
市
地
域
に
お
け

一
項

一
項

、
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員

る
特
別
区
の
設
置
に

又
は
都
道
府
県
知
事
の
選
挙
に
お

関
す
る
法
律
（
平
成

い
て
公
職
の
候
補
者
が
選
挙
公
報

二
十
四
年
法
律
第
八

に
氏
名
、
経
歴
、
政
見
等

十
号
）
第
七
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
市
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町
村
の
議
会
の
議
員

が
同
項
の
規
定
に
よ

り
配
布
す
る
公
報
（

以
下
単
に
「
公
報
」

と
い
う
。
）
に
意
見

（
略
）

（
略
）

そ
の
掲
載
文
（
衆
議
院
小
選
挙
区

そ
の
掲
載
文

選
出
議
員
又
は
参
議
院
選
挙
区
選

出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
併

せ
て
写
真
を
添
付
す
る
も
の
と
す

る
。
）

（
略
）

（
略
）

当
該
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告

大
都
市
地
域
に
お
け

示
が
あ
つ
た
日
か
ら
二
日
間
（
衆

る
特
別
区
の
設
置
に

議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙

関
す
る
法
律
施
行
令

に
あ
つ
て
は
、
当
該
選
挙
の
期
日

第
三
条
第
五
項
の
規

の
公
示
又
は
告
示
が
あ
つ
た
日
）

定
に
よ
る
告
示
（
同

令
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
再
投
票

（
投
票
の
一
部
無
効

に
よ
る
再
投
票
を
除

く
。
）
に
あ
つ
て
は

、
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
告
示
）
が

あ
つ
た
日
か
ら
二
日

間
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選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る

市
町
村
の
選
挙
管
理

選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る

市
町
村
の

選
挙
管
理
委
員
会
（
参
議
院
合
同

委
員
会

選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
、
当
該

選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委

員
会
）

（
略
）

（
略
）

申
請
し
な
け
れ
ば

申
出
を
し
な
け
れ
ば

第
百
六
十
九
条
第

（
略
）

（
略
）

第
百
六
十
九
条
第

都
道
府
県

市
町
村

三
項

二
項

申
請
又
は
前
二
項
の
掲
載
文
の
写

申
出

申
請
又
は
前
項

の
掲
載
文
の
写

申
出

し
の
送
付

し
の
送
付

（
略
）

（
略
）

掲
載
文
又
は
そ
の
写
し

掲
載
文

（
略
）

（
略
）

選
挙
公
報

公
報

（
略
）

（
略
）

衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員

二
人
以
上
の
当
該
市

の
選
挙
に
あ
つ
て
は
当
該
選
挙
区

町
村
の
議
会
の
議
員

に
お
け
る
当
該
衆
議
院
名
簿
届
出

が
共
同
で
表
明
す
る

政
党
等
の
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の

意
見
に
つ
い
て
は
、

数
、
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）

当
該
意
見
を
共
同
で

議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
参
議
院

表
明
す
る
議
員
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名
簿
登
載
者

（
略
）

（
略
）

総
務
省
令
で

当
該
市
町
村
の
選
挙

管
理
委
員
会
が

第
百
六
十
九
条
第

（
略
）

（
略
）

第
百
六
十
九
条
第

衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員

一
の
用
紙
に
二
以
上

六
項

五
項

、
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員

の
意
見

若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
の
選
挙

に
つ
い
て
一
の
用
紙
に
二
人
以
上

の
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
、
経
歴

、
政
見
、
写
真
等
を
掲
載
す
る
場

合
、
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）

議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
一
の
用
紙

に
二
以
上
の
衆
議
院
名
簿
届
出
政

党
等
の
名
称
及
び
略
称
、
政
見
、

衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
、
経

歴
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位

等
を
掲
載
す
る
場
合
又
は
参
議
院

（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙

に
つ
い
て
一
の
用
紙
に
二
以
上
の

参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称

及
び
略
称
、
政
見
、
参
議
院
名
簿

登
載
者
の
氏
名
、
経
歴
及
び
写
真

等

（
略
）

（
略
）

、
都
道
府
県

、
市
町
村
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第
百
六
十
九
条
第

（
略
）

（
略
）

第
百
六
十
九
条
第

前
条
第
一
項
の
申
請

前
条
第
一
項
の
申
出

七
項

六
項

（
略
）

（
略
）

公
職
の
候
補
者
若
し
く
は
そ
の
代

市
町
村
の
議
会
の
議

理
人
又
は
同
条
第
二
項
若
し
く
は

員
又
は

第
三
項
の
申
請
を
し
た
衆
議
院
名

簿
届
出
政
党
等
若
し
く
は
参
議
院

名
簿
届
出
政
党
等
の
代
表
者
若
し

く
は

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
百
七
十
二
条

（
略
）

（
略
）

第
百
七
十
二
条

選
挙
公
報

公
報

当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理

（
略
）

当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理

市
町
村
の
選
挙
管
理

す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院

す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院

委
員
会

比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院

比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院

比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ

比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ

い
て
は
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議

い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会

院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は

当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理

す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管

理
委
員
会
）

）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）


